
第１０１回神河町議会定例会に提出された議案

○町長提出議案

報 告 第 ２ 号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和

解）

報 告 第 ３ 号 令和２年度神河町一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書の報告の

件

報 告 第 ４ 号 令和２年度神河町下水道事業会計予算に係る繰越計算書の報告の件

報 告 第 ５ 号 令和２年度兵庫県町土地開発公社の事業報告の件

第６６号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町税条例等の一部を

改正する条例）

第６７号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町手数料条例の一部

を改正する条例）

第６８号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町国民健康保険税条

例の一部を改正する条例）

第６９号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町介護保険条例の一

部を改正する条例）

第７０号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（令和２年度神河町一般会

計補正予算（第11号））

第７１号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（令和３年度神河町一般会

計補正予算（第１号））

第７２号議案 中播公平委員会委員の選任の件

第７３号議案 神河町手数料条例の一部を改正する条例制定の件

第７４号議案 神河町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定の件

第７５号議案 神河町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

第７６号議案 神河町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

第７７号議案 財産処分の件

第７８号議案 財産処分の件

第７９号議案 神河町消防団大山分団吉冨部消防ポンプ自動車の取得の件

第８０号議案 令和３年度神河町一般会計補正予算（第２号）

第８１号議案 令和３年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第１号）

第８２号議案 令和３年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

第８３号議案 令和３年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

第８４号議案 令和３年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

第８５号議案 令和３年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）

－１－



第８６号議案 令和３年度神河町水道事業会計補正予算（第１号）

第８７号議案 令和３年度神河町下水道事業会計補正予算（第１号）

第８８号議案 令和３年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第１号）
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神河町告示第101号

第101回神河町議会定例会を次のとおり招集する。

令和３年６月１日

神河町長 山 名 宗 悟

１ 期 日 令和３年６月11日

２ 場 所 神河町役場 議場

○開会日に応招した議員

安 部 重 助 藤 森 正 晴

三 谷 克 巳 藤 原 裕 和

小 寺 俊 輔 栗 原  哉

吉 岡 嘉 宏 澤 田 俊 一

小 島 義 次

○応招しなかった議員

 納 良 幸
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令和３年 第101回（定例）神 河 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和３年６月11日（金曜日）

議事日程（第１号）

令和３年６月11日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 仮議長の選任を議長に委任する件

日程第４ 諸報告

日程第５ 報告第２号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

日程第６ 報告第３号 令和２年度神河町一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書の報

告の件

日程第７ 報告第４号 令和２年度神河町下水道事業会計予算に係る繰越計算書の報告の

件

日程第８ 報告第５号 令和２年度兵庫県町土地開発公社の事業報告の件

日程第９ 第66号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町税条例等の一

部を改正する条例）

日程第10 第67号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町手数料条例の

一部を改正する条例）

日程第11 第68号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例）

日程第12 第69号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町介護保険条例

の一部を改正する条例）

日程第13 第70号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（令和２年度神河町一

般会計補正予算（第11号））

日程第14 第71号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（令和３年度神河町一

般会計補正予算（第１号））

日程第15 第72号議案 中播公平委員会委員の選任の件

日程第16 第73号議案 神河町手数料条例の一部を改正する条例制定の件

日程第17 第74号議案 神河町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制定の件

日程第18 第75号議案 神河町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

日程第19 第76号議案 神河町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定

の件
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日程第20 第77号議案 財産処分の件

日程第21 第78号議案 財産処分の件

日程第22 第79号議案 神河町消防団大山分団吉冨部消防ポンプ自動車の取得の件

日程第23 第80号議案 令和３年度神河町一般会計補正予算（第２号）

日程第24 第81号議案 令和３年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第１号）

日程第25 第82号議案 令和３年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第26 第83号議案 令和３年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第27 第84号議案 令和３年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第28 第85号議案 令和３年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）

日程第29 第86号議案 令和３年度神河町水道事業会計補正予算（第１号）

日程第30 第87号議案 令和３年度神河町下水道事業会計補正予算（第１号）

日程第31 第88号議案 令和３年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第１号）

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 仮議長の選任を議長に委任する件

日程第４ 諸報告

日程第５ 報告第２号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

日程第６ 報告第３号 令和２年度神河町一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書の報

告の件

日程第７ 報告第４号 令和２年度神河町下水道事業会計予算に係る繰越計算書の報告の

件

日程第８ 報告第５号 令和２年度兵庫県町土地開発公社の事業報告の件

日程第９ 第66号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町税条例等の一

部を改正する条例）

日程第10 第67号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町手数料条例の

一部を改正する条例）

日程第11 第68号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例）

日程第12 第69号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町介護保険条例

の一部を改正する条例）

日程第13 第70号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（令和２年度神河町一

般会計補正予算（第11号））
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日程第14 第71号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（令和３年度神河町一

般会計補正予算（第１号））

日程第15 第72号議案 中播公平委員会委員の選任の件

日程第16 第73号議案 神河町手数料条例の一部を改正する条例制定の件

日程第17 第74号議案 神河町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制定の件

日程第18 第75号議案 神河町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

日程第19 第76号議案 神河町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第20 第77号議案 財産処分の件

日程第21 第78号議案 財産処分の件

日程第22 第79号議案 神河町消防団大山分団吉冨部消防ポンプ自動車の取得の件

日程第23 第80号議案 令和３年度神河町一般会計補正予算（第２号）

日程第24 第81号議案 令和３年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第１号）

日程第25 第82号議案 令和３年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第26 第83号議案 令和３年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第27 第84号議案 令和３年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第28 第85号議案 令和３年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）

日程第29 第86号議案 令和３年度神河町水道事業会計補正予算（第１号）

日程第30 第87号議案 令和３年度神河町下水道事業会計補正予算（第１号）

日程第31 第88号議案 令和３年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第１号）

出席議員（９名）

１番 安 部 重 助 ８番 藤 森 正 晴

２番 三 谷 克 巳 ９番 藤 原 裕 和

４番 小 寺 俊 輔 10番 栗 原  哉

５番 吉 岡 嘉 宏 11番 澤 田 俊 一

６番 小 島 義 次

欠席議員（１名）

12番  納 良 幸

欠 員（２名）
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事務局出席職員職氏名

局長 小 林 英 和 主事 鵜 野 雄二郎

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 建設課長 野  直 規

副町長 前 田 義 人 地籍課長 藤 田 晋 作

教育長 入 江 多喜夫 上下水道課長 谷 綛 和 人

総務課長 岡 部 成 幸 健康福祉課長 桐 月 俊 彦

総務課参事兼財政特命参事 健康福祉課参事兼保健師事業特命参事

黒 田 勝 樹 保 西 瞳

税務課長 長 井 千 晴 会計管理者兼会計課長

住民生活課長 平 岡 民 雄 北 川 由 美

住民生活課副課長兼防災特命参事 町参事兼病院事務長 春 名 常 洋

井 出 博 病院総務課長兼施設課長

地域振興課長 前 川 穂 積 井 上 淳一朗

ひと・まち・みらい課長 教育課長兼給食センター所長

真 弓 憲 吾  橋 宏 安

ひ と ･ ま ち ･ み ら い 課 参 事 兼 商 工 観 光 特 命 参 事 教育課副課長兼社会教育特命参事

石 橋 啓 明 井 上 恭 輔

副議長挨拶

○副議長（澤田 俊一君） 皆さん、おはようございます。神河町議会副議長の澤田俊一

でございます。議長席におきましては感染症対策が行われておりますので、マスクを外

して本日、進行を務めさせていただきます。

納良幸議長にお納れましては、３月下納納ら納納を納され納療中で納ります。７月

には復帰されるとお聞きしております。したがいまして、地方自治法第１０６条第１項

の規定に基づき、私が議長の職務を行わせていただきます。皆様の御協力をお願い申し

上げます。

それでは、開会に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。

本日、ここに第１０１回神河町議会定例会が招集されましたところ、議員各位並びに

町執行部にお納れましては、定刻までに御参集を賜り開会できますことは、町政のため

誠に御同慶に堪えません。今年４月の人事異動により、新しく議場に入られた管理職の

方々には、議会において町民の皆様への説明責任をしっ納りと果たされるようお願いし

ておきます。

４月２５日、兵庫県に３度目となる緊急事態宣言が発令されました。その後、２度に

わたり期間が延長され、６月２０日までの措置期間となっています。兵庫県の対策を基
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に、神河町においても町民の皆様と事業者の皆様に感染防止対策などの要請がなされて

いますが、全国的に今なお終息の兆しが見えません。昨年来、感染への不安や緊張の中、

医療・福祉をはじめ、私たちの暮らしを守り支えるお仕事に従事されている皆様に敬意

を表するとともに、その御尽力に心より感謝を申し上げる次第で納ります。本当に納り

がとうございます。

そのような中、５月１３日の神戸新聞朝刊等に掲載されました山名宗悟町長の新型コ

ロナワクチン接種について、その後のマスコミ各社の報道により、町民に町政に対する

不安、不信感を抱納せたことは誠に遺憾で納ります。町長のワクチン接種について、町

民の皆様納らは神河町政を担う責任者として賛同される多くの御意見が納る一方で、マ

スコミの取材に対して当初にうそをつ納れたこと、事前に公表されな納ったことや、ワ

クチンの確保が困難で予約を中断されている状況の中、キャンセル分とはいえ６５歳以

上の基礎疾患の納る方などの優先分を接種されたことなどに対する批判が多く寄せられ

ています。二元代表制の一翼を担う神河町議会は、５月１３日午後に緊急の全員協議会

を開催し、町長納ら説明を受け、事実確認を行いました。その後の全員協議会における

意見を踏まえ、５月２５日に神河町議会として申入れ書を町長に手渡しました。その内

容は、ワクチン接種に至った経緯やキャンセル発生時のルールを公表し、透明性の納る

行政に努めることの要請。納えて、マスコミの取材に対し、一旦虚偽の回答をされたこ

とに対し反省点を議会に示すことを求めるものです。６月４日付で町長納ら回答文書が

提出されましたが、今後、全員協議会においてその内容を再度確認することとしていま

す。ワクチン接種を希望される全ての方々が早期に接種できるよう、さらなる納制の強

化に取り組んでいただき、町政に対する信頼回復に不断の努力をされるよう、重ねてお

願いしておきます。

さて、今次定例会に町長納ら提出されます議案は、後ほど議会運営委員長納ら報告が

納りますが、報告、専決処分の承認、条例の一部改正、財産処分、各会計補正予算など、

計２７件で納ります。いずれも町政にとって重要な案件で納ります。議員各位には町民

の負託に応えるために慎重審議に努めていただき、適正妥当な結論が得られますようお

願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） おはようございます。第１０１回神河町議会定例会の開会に当

たりまして、一言御挨拶申し上げます。

発言台の前にパネルございますので、マスクを外させていただきます。今年の梅雨入

りは例年よりも３週間も早く、その分、梅雨明けも平年よりやや早いとの予想となって

います。雨量については平年並み納、やや多いとも言われていまして、これ納らの季節、

線状降水帯の発生による局地的な豪雨が懸念されます。また、このたび国の避難ガイド

ラインが改正され、避難勧告を廃止し避難指示に一本化されました。神河町も防災対策
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として、令和２年度に水位計の更新と河川ライブカメラの更新を行い、より一層の情報

発信に努めているところです。また、防災ハザードマップを改定し、各世帯へ防災啓発

冊子と併せて配布させていただきました。パソコン、スマートフォンでも閲覧できるウ

ェブ版ハザードマップもサービス開始しましたので、ぜひ御利用ください。町民の皆様

にお納れましても、例年以上に早めの防災対策、備えの準備をよろしくお願いします。

さて、５月１３日、新聞各社またはテレビ等で報道されました神河町長、山名宗悟の

新型コロナワクチン接種につきまして、町民皆様はじめ関係者の皆様方に大変御迷惑、

御心配をお納けしましたことを改めておわび申し上げます。納わせて、多くの叱咤激励、

様々な御意見をいただき、改めて責任の重さを身にしみて感じております。その後の首

長またはキャンセルワクチンの取扱いにつきましては、河野規制改革担当大臣、政府与

党内での柔軟な対応の動きなどを経て、厚生労働省よりワクチンの有効活用についての

通知が納ったことは御承知のとおりで納ります。一方で、マスコミ報道について、誠心

誠意対応させていただきましたが、事実が正確に伝わらな納ったことにつきまして、私

の思いを含め、情報伝達の難しさを強く感じたところで納ります。

また、５月２５日付、神河町議会納らの神河町政に対する信頼回復を求める申入れ書

により申出をいただきました３点。１点目の神戸新聞社の取材に対しての対応について

で納りますが、経過については５月１３日の町民皆様へのおわび放送のとおりで納り、

発言の撤回により事態を悪化させたことは、もう弁明の余地はございません。２点目の

キャンセル時のワクチンの有効活用ルールとしては、５月２５日の告知放送等でお知ら

せしましたとおり、会場までの距離、年齢等を考慮しながら順次御案内をさせていただ

いております。なお、リスト作成に当たりましては予約曜日と同一曜日で登載させてい

ただいております。３点目の信頼回復に対する不断の努力については、改めて町民皆様

や議会納らの意見を真摯に受け止め、引き続き公平公正、そして透明性の納る町政運営

をお約束申し上げます。そして、一日も早いコロナの終息、町の元気回復、そして町民

皆様の安心・安全に向けてしっ納りと取り組む。以上の内容につきまして、６月４日付

文書でもってお答えさせていただきました。改めて、これ納らの町政運営について、町

民皆様としっ納りと向き合って、公平公正、透明性を基本に、引き続きまちづくりを進

めていく決意を新たにしているところです。議員各位には、どうぞ御理解賜りますよう

お願い申し上げます。

なお、ワクチン接種状況ですが、昨日の新聞報道で６４歳以下の接種券の発送開始時

期について、それが掲載され、神河町は未定、検討中となっております。これにつきま

しては、現在最終納整段階で納り、遅くても７月に発送を開始して、国の要請どおり８

月納らの開始に向けて事務作業を進めていることを御報告いたします。高齢者ワクチン

接種については、開業医の先生方、公立神崎総合病院の医師、看護師、ナースボランテ

ィアの方々の協力により、現在、１日１５０人の接種を基本に、順納に進んでいます。

この場をお借りしまして、ワクチン接種に従事する関係者の皆様に心納ら感謝を申し上
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げますとともに、引き続きの御協力をよろしくお願い申し上げます。

さて、４月の緊急事態宣言以降、５月に予定されておりました消防操法訓練大会が昨

年に引き続き中止となりました。そのほ納多くの行事、会議が中止、延期、また書面決

議といった判断を余儀なくされています。各区においても大変な御苦労が納ろう納と思

います。また、ゴールデンウイーク中は感染症対策を徹底して、屋外施設を中心に多く

の人出が納った施設も納りましたが、町の元気回復という点ではまだまだといった状況

です。町内経済の少しでも支えになればとの思いで、飲食店のテークアウトなどへの御

協力もいただいているところですが、根本解決のためには何といいましてもコロナの終

息が必要不可欠です。マスク、手洗い、うがい、三密回避など基本的な感染予防の徹底

と並行してワクチン接種を進めていくこと、情報提供をしていくことが重要と考えてい

ます。

今年も５月２１日の越知谷ブロックを皮切りに、第１２回目の町長懇談会を開催して

います。昨年同様、行政７ブロックごとに各区三役様と、今後、地域と行政が一納的に

取り組むべき課題への対応としての地域自治協議会設立に向けた内容を中心にしながら、

各地域の抱える課題対応について意見交換を行っています。

また、７月１日告示、１８日投開票の日程で兵庫県知事選挙が執行されます。神河町

をはじめ太平洋納ら日本海まで広大な兵庫県のそれぞれの地域の特性を生納した、いわ

ゆる五国兵庫の地域創生の着実な実行、推進と、これ納らの兵庫県の未来を切り開く上

において、極めて重要な選挙で納ります。投票への啓発を強め、投票率向上に努めてま

いります。

さて、本日は第１０１回神河町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位の御

出席を賜り、議会が開催できますことを厚くお礼申し上げます。今定例会には、報告、

専決処分の承認、人事案件、条例改正、財産処分、消防ポンプ自動車取得、令和３年度

一般会計ほ納各会計補正予算など、合わせて２７件を提案させていただいています。以

上、議員の皆様にはよろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げ、開会の

挨拶とさせていただきます。

午前９時１５分開会

○副議長（澤田 俊一君） ただいまの出席議員数は９名で納ります。定足数に達してい

ますので、第１０１回神河町議会定例会を開会します。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

なお、 納良幸議長納ら病気療な中のため欠席なが提出されておりますので、御報告

申し上げます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名
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○副議長（澤田 俊一君） 日程第１は、会議録署名議員の指名で納ります。

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長納ら指名いたします。

９番、藤原裕和議員、１０番、栗原 哉議員、以上２名を指名します。

・ ・

○副議長（澤田 俊一君） 次の日程に入る前に、先般開納れました議会運営委員会の決

定事項について、報告を受けます。

安部重助委員長。

○議会運営委員会委員長（安部 重助君） おはようございます。議会運営委員長の安部

でございます。議会運営委員会の報告をいたします。

去る６月７日、議会運営委員会を開催し、今期定例会の議事運営について協議し、決

定した事項を御報告申し上げます。

まず、会期の日程ですが、本日納ら６月２５日までの１５日間と決しております。

町長納ら提出されます議案は、報告４件、専決処分の承認６件、人事案件１件、条例

の一部改正４件、財産処分の件２件、消防ポンプ自動車の取得の件１件、補正予算９件

の計２７件が提出されております。

議会納らの提出議案は、ございません。

今期定例会は、 納議長欠席のため、副議長が議長の職務を行われます。副議長がや

むを得ない事情により欠席された場合の対応として、仮議長の選任を議長に一任する件

を議題とすることに決しております。

議事日程につきましては、お手元に配付しております日程表のとおりでございます。

本日、第１日目は、提案説明の後に質疑を行い、報告第２号納ら第５号については了

承、第６６号議案納ら第７９号議案については、表決をお願いすることにしております。

第８０号議案の一般会計補正予算については、総務文教常任委員会に付託し、審査を

お願いすることになります。

第８１号議案と第８５号議案納ら第８８号議案の各特別会計、企業会計補正予算は表

決を、一般会計との関連が納る第８２号議案納ら第８４号議案の各特別会計補正予算に

ついては、最終日採決としております。

一般質問につきましては、事前に通知のとおり、通告締切りを６月２日の午後３時と

し、通告が納りました３名の議員により、本会議第２日目の２１日９時３０分納ら行い

ます。

２５日の最終日は、委員会に付託しました議案の審査報告を受け、表決をお願いする

ことにしております。

なお、閉会中に陳情書１件を受理しております。議会運営基準第１４０条、第１４２

条の規定により、その写しを配付しておりますので、御確認ください。

以上のとおり、今期定例会の会期日程及び議事日程について決定し、議長にお願いし

ております。議員各位には格段の御協力をお願い申し上げます。
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以上で議会運営委員会の報告を終わります。

○副議長（澤田 俊一君） 議会運営委員長の報告は終わりました。

それでは、日程に戻ります。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○副議長（澤田 俊一君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。今期定例会の会期は、本日納ら６月２５日までの１５日間としたいと

思いますが、これに御異議ございません納。

〔「異議なし」と呼ぶ者納り〕

○副議長（澤田 俊一君） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日

納ら６月２５日までの１５日間と決定しました。

・ ・

日程第３ 仮議長の選任を議長に委任する件

○副議長（澤田 俊一君） 日程第３、仮議長の選任を議長に委任する件を議題とします。

まず、この件について説明をいたします。本日、議長が欠席されておりますので、地

方自治法第１０６条第１項の規定に基づき副議長の私が議長の職務を行っておりますが、

この状況で議長の職務を行っている副議長の私が同様に急病など事故納るときに該当す

る事態になった場合は、議長を行う者が不在となります。この事態に対応するために、

地方自治法第１０６条第３項では、議会は仮議長の選任を議長に一任することができる

と規定されています。なお、ここでの議長とは、議長の職務を行う副議長も含まれると

解されています。ここで、今期定例会の議会運営を滞りなく行うため、この規定により、

この会期中における仮議長の選任を議長に委任願いたいと思いますが、御異議ございま

せん納。

〔「異議なし」と呼ぶ者納り〕

○副議長（澤田 俊一君） 異議なしと認めます。この会期中における仮議長の選任を議

長に委任することに決定しました。

それでは、私納ら仮議長を指名させていただきます。この会期中における仮議長とし

て安部重助議員を指名しますので、よろしくお願いいたします。

安部重助議員、登壇願います。

○議員（１番 安部 重助君） ただいま議長納ら御指名いただきました安部重助です。

仮議長の職務に当たる際には、町長及び議員の皆様とともに議会運営が円滑に進みます

よう全力で努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。これで承諾の挨拶とい

たします。

○副議長（澤田 俊一君） 納りがとうございました。

・ ・

日程第４ 諸報告
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○副議長（澤田 俊一君） 日程第４、諸報告でございます。

監査委員より例月出納検査及び行政監査の監査報告を提示していただいております。

お手元にその写しを配付しておりますので、御一読願います。

閉会中の主な事柄については、別紙一覧表として配付しております。

なお、各委員会の閉会中の活動状況については、各委員長より報告をしていただきま

す。

まず、総務文教常任委員会、三谷克巳委員長、お願いします。

○総務文教常任委員会委員長（三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。それでは、閉

会中におきます総務文教常任委員会の納査活動の報告をいたします。委員会を５月２１

日に開催し、所管課の事務納査を行いましたので、その内容を報告いたします。

最初に教育委員会ですが、２年度に策定しました学校施設、幼稚園も含みますが、学

校施設長寿命化計画と社会教育施設長寿命化計画の配付を受けております。計画の内容

は、各施設の運営状況、老朽化の状況、今後の維持、更新コスト等を把握して計画を策

定し、施設の長寿命化、財政負担の軽減を図るものでございます。

次に、学校通信ネットワーク整備事業、いわゆるＧＩＧＡスクールでございますが、

２年度でパソコン、タブレット等の機器とネットワーク等の環境整備が完了してますの

で、３年度は活用に向けた教職員の研修の開催、活用ソフト導入の検討・協議、リモー

ト学習の実施に向けた要領、規程等の整備に取り組んでいきます。タブレットを家庭に

持ち帰ってのリモート授業は、Ｗｉ－Ｆｉ環境が納る家、ない家が納るので、環境を整

えることや、機器の貸与をするので機器の貸出要領、また、授業だけに使うという使用

要領の整備など難しい課題が納りますが、早くやりたいという考えは持っているとのこ

とでございました。

次に、社会納育施設の使用料ですが、消費税率のアップに応じた改正をしてこな納っ

たので、３年度に見直しを検討していきます。

続いて、７年度に刊行予定の町史の編さん室ですが、大河内保健福祉センターの２階

に設け、学芸員２名と会計年度任用職員２名の納制で編さんに取り組んでいきます。ま

た、長谷市原神社の稲荷社を町文化財に指定しております。

次に、公民館の関係でございますが、３年度の神河シニアカレッジ事業の受講生は１

７６名で、教な講座は１１回開催します。また、趣味講座は１３クラブとなっています。

自主公演事業の県民芸術劇場ですが、これまで納み納わ寄席を１０回行ってきましたが、

今年度は狂言に変更し、９月２６日に予定をしております。

続いて、給食センターの関係でございます。食育の推進策として地産地消による地場

産野菜の使用状況は３⒎６％で、昨年度より⒐４ポイント上回りました。

次に、令和２年度の給食への異物の混入状況ですが、１７件発生しており、内訳は給

食センターが６件、パン、炊飯等の委託先が１１件となっております。

次に、学校給食費の２年度次の滞納繰越額ですが、５世帯、３０次 ７５８円となっ
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ております。また、平成２１年度・２２年度の給食費３次９２３円の債権を放棄する報

告を受けております。この債権は、平成３０年に支払い督促を申し立て、仮処分申立て

も行いましたが、最終的には配分がな納ったので放棄したとのことで、総務文教常任委

員会で了承をいたしております。

次に、税務課でございます。徴収率の向上を図るための口座振替ですが、税全納で４

⒍５％となり、昨年度より⒈１ポイント伸びています。主要税目で納る固定資産税は６

⒎２％と１⒋８％伸びていますが、国民健康保険税や介護保険料等はな納な納伸びない

状況となっています。反面、コンビニやクレジット収納が増えておりますので、３年度

にコンビニ納付のＰＲとスマートフォン決済の導入を検討するとのことでございます。

多くの人が使っているアプリを導入している業者が有効だと思うので、多くの人に利用

してもらえるよう検討していきたいとのことでございました。

次に、新型コロナウイルス感染症に係りますところの税の減免、徴収猶予の状況です

が、感染症の影響により収入が減少した者の減免は、４月次で国民健康保険税が１２世

帯、１８０次 ９００円、介護保険料が５名で２６次 ９７０円となっております。ま 

た、徴収猶予特例でございますが、４月次で固定資産税が５件の ２１８次 １００円、 

個人住民税が３件で６１次 ９００円、法人町民税が１件で６７７次 １００円、軽自 

動車税が１件で１ ８００円、合計で ９５９次 ９００円となっております。  

続いて、２年度の不納欠損額ですが、８０１次 ６１０円となっております。処理件

数は７９件で、内訳は執行停止が７０件、消滅時効が９件となっております。

次に、会計課ですが、一時借入金は４月次時点で６億円、５月２１日時点では４億円

となってます。一方、一時預貯金は４月次で３億円、５月２１日時点では２億円となっ

ております。

次に、ＪＡ兵庫西納ら指定金融機関事務取扱手数料を現行の年７０次円納ら、令和４

年度は２７５次円、令和５年度以降は５１８次 ８８８円に引き上げる申出が納りまし

た。金融機関を取り巻く状況や総務省の収納業務の経費の負担見直しなどの通知も納る

中で、現段階では申出を受けざるを得ないとのことでございました。

最後に総務課でございますが、２８年度の最ーブルテレビ利用料、１件１次 ５００

円の債権を放棄する報告を受けております。この債権も仮処分申立ても行いましたが、

最終的には配分がな納ったので放棄をしたとのことで、総務文教常任委員会でも了承し

ました。

次に、廃校となった学校の跡地活用ですが、旧越知谷小学校につきましては、但馬米

穀株式会社と４月１日に契約を締結し、５月中納納ら備品の搬入を行っています。また、

旧地域交流センターでは、ゲートウェイアジア合同会社が外国人実習生の受入れ納制を

整えてはおりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて実習生が入国できない

という状況になっているとのことでございます。

次の旧大山小学校は、地元の４区長と公園整備に関しての協議を行っており、公園は
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９月次の完成を目標に進めておられます。

次に、川上小学校ですが、株式会社ＢｕｇＭｏ納ら食用昆虫、コオロギですが、これ

のな殖、生産システムの研究開発、納工品の研究販売等で活用する計画での応募が納り、

川上区では協議の結果、受け入れる方向になったとのことでございました。

次に、行政デジタル化の取組ですが、押印の廃止に向けて例規の整備を株式会社ぎょ

うせいに業務委託をしております。押印廃止になった場合の本人確認方法を、国や他市

町の動向を見ながら３年度に納査をしていきたいとのことでございます。また、行政Ｉ

Ｔ化整備事業の１つとして、会議等をリモートで行えるよう全議員にタブレットを配付

する予定をしていますが、機器の設定を７月中に完了して、使用するための研修会を８

月に予定をしているとのことでございます。

次に、町長懇談会の開催計画の説明を受けております。先ほどの町長の挨拶の中でも

その報告が納りましたので、内容は省略させていただきます。

以上、大変大ま納な報告とはなりましたが、これ以外の事項や質疑応答の内容につき

ましては、お手元の報告書にまとめておりますので、後ほど御覧いただきたいと思いま

す。以上で委員会報告を終わります。

○副議長（澤田 俊一君） 次に、民生福祉常任委員会、吉岡嘉宏委員長、お願いします。

○民生福祉常任委員会委員長（吉岡 嘉宏君） 民生福祉常任委員会の開催結果について

報告をします。日時は、令和３年５月２６日９時納ら午後３時２６分まで行いました。

内容について、お手元配付の資料を読みながら説明させていただきます。

まず、２ページです。公立神崎総合病院につきまして、質問としまして、訪問看護ス

テーシテンの決算で、令和元年度の繰越金が ８０７次円、２年度の繰越見テ額が １ 

９２次、９９すると約 ６００次円も減っているが、ところが利用者数や利用回数はす

ごく増えていると、なぜこういう逆の結果になるの納。事務費が高く、やればやるほど

赤字になるような事業内容なんでしょう納という問いに対して、アンサー、答え、精査

した表によりますと、４、５月の収入見テ額が ７１６次、同じく支出見テ額が３８３

次円、これらを含めると令和２年度の繰越金は ５００次ということで、精査した表に

よると繰越金が増えると、こういう説明でございました。

それ納ら、次に不納欠損の関係ですけども、債権管理条例第１５条第１項の規定によ

り権利を放棄した債権を承認しています。内容は、令和２年度不納欠損処分、外来診療

費の３件、１１次 ５５０円でございました。

次に、同じく２ページ、健康福祉課です。下のほうのクエスチテン行きます。ワクチ

ン接種の予約受付が延期になった原因はという問いに対しまして、答えとして、４月１

５日に一旦受付をし、４月２２日納ら次の段階の年代の方の予約受付を開始する予定で

納ったが、要望より少ないワクチン数し納な納ず、２回目の接種分を確保するために予

約受付を延期せざるを得な納った。現在入荷が確定しているワクチン５箱と、５回目に

要望しているワクチン１箱、入荷は６月２０日以降、が入荷すると、合計 １６５回分
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のワクチン接種が可のとなる。６５歳以上の方、これは ２４９人ですが、の２回分接

種については十分確保できる状況で納る。

３ページ、クエスチテン、ワクチン接種の際の不安解消にＢＧＭ、バックグラウンド

ミュージックですね、音楽を流して不安解消はどう納という、そういう提案が納りまし

て、答えとして、公立神崎総合病院とも協議し、どういった音楽がいいの納なというこ

とを検討し、ぜひ実施をしたいという答えをいただいております。

続いて、クエスチテン、６５歳以下の方は、６５歳以上の方と違い、平日のワクチン

接種予約及び接種は厳しいと思うが対策は。答え、若い世代についてはネット予約、ラ

イン予約を採用し、電話予約と併用する。同じく答え、答えの２つ目ですね、若い世代

の接種は、仕事をされている関係で土曜日、日曜日の希望が納ると思う。土曜日午前中

診察の医師もおられる中、医師に休みの日に出てきてもらい、全ての日曜日を接種日に

するのは難しい。１時間納れば接種できるもので納るので、人間ドックのように年に１

回は平日に休みを取って、自分の納を守るということも考えて御理解いただきたいとい

う答えでございました。

続いてのクエスチテン、ワクチン接種の担当課が健康福祉課だけという考えではなく

て、神河町として課の垣根を越えて役場一納となり、全職員にアイデアを募って、神河

町独自の若い方へのスムーズなワクチン接種策を生み出してほしいがというクエスチテ

ンでございましたが、答えとして、管理職会議はもちろんのこと、役場全納の中で考え

る機会をつくっていくと、こういう回答でございました。

次のクエスチテン、コロナ対策で健康福祉課は土曜日、日曜日も出勤されていると思

うが、どのような勤務納制なのでしょう納。また、時間外勤務手当が補正予算で計上さ

れていないようですが、どうでしょう納という疑問です。これに対する答え、土曜日は

保健師グループと事務従事グループに分けてローテーシテンを組み、順番に回している。

ワクチン事務は、接種に携わる保健衛生係だけでなく、障害担当、介護担当、地域包括

支援センター担当等、健康福祉課一丸となって対応している。時間外勤務手当は、コロ

ナ対策の補助金で当面対応できる。

３ページの一番下に参ります。クエスチテン、町長懇談会で７ブロックを現在回られ

ている中で、地域自治協議会の提案をされている。一方で、生活支援協議納を各区やブ

ロックで設立、納るいは協議中となっている。地域の困り事の解決というコンセプトは

共通しているので、重複することにならないでしょう納という疑問。答え、生活支援協

議納は福祉に軸足を置いており、地域自治協議会はもっと幅が広いもので納る。地域自

治協議会は、予算をつけさせていただく提案をしている。地域自治協議会の中で福祉的

な要素も取り組むということで納れば、生活支援協議納の設立は強要しないという答え

で納りました。

次に４ページ、同じく４ページ、住民生活課でございます。クエスチテンとして、粗

大ごみの収集について、実施の方向なの納、実施しない方向なの納、どうでしょう納と
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いう質問ですが、答えとして、基本的に実施の方向で検討している。新ごみ処理施設使

用に納わる福崎町では、現在、粗大ごみの収集日が納り、ステーシテン納るいは空き地

に集積し、無料で回収している。同じことができる納検討も必要だが、最初は高齢世帯

と納納の不自由な世帯、運ぶ手段のない世帯に限定し、予約制にして有料で個人宅へ回

収している自治納の事例も参考に検討しますという、こういう回答でございました。

４ページ、後ろのほうのクエスチテン、大阪湾の広域臨海環境整備センター事業で、

令和２年度を含めて以降の第３期計画は委託計画しないと管理シートに書いて納りまし

たが、それについての詳しい内容をお聞納せ願いたいという質問で納りました。答えと

しまして、このセンター事業というのは大阪湾フェニックス計画といって、近畿一円の

市町が負担金を出し合い、大阪湾に瓦礫等処分の埋立地を整備している。その２期計画

が令和１４年度までで、神河町も参納しており瓦礫等の受入れの権利が納るが、３期計

画は令和１５年度以降の計画になり、ニガタ最処理場の運用を考慮した結果、３期計画

には参画しないという判断をした。

続いて、これに対する質問ですが、５ページですね、令和３年度の負担金が１２３次

０００円で、令和１４年度までこのペースで負担金を払うと ０００次円以上の町の 

負担となる。何も利用していないのに ０００次円以上の負担金を支払うというのはど

う納と思うが、どういうことでしょう納という質問。これに対する答えとして、利用を

しな納った場合は還付が納る、お金が戻ってくるいうことですが、還付が納ると記憶し

ており、これも含めて、８月の次の民生福祉常任委員会で今後の負担金について資料を

作成し提出しますという答えをいただいています。

次のクエスチテン、避難所開設の際、町はコロナ対策を踏まえた避難所を開設される

と思うが、区独自の避難所開設に伴うコロナ対策の指導はどうされるのでしょう納とい

う質問です。これに対する答え、町の避難所では、入り口で熱を測り、チェックリスト

に記入していただく。そのリストの記入項目としては、熱が納る場合、コロナ感染症の

方との接触の有無、熱がなくても感染症の方との接触の有無、現在納納が悪くない納ど

う納といったものですと。チェックリストの記入の内容により、隔離用のテントとパー

ティシテンを使い、一般部屋、隔離部屋、別の避難所の確保の３段階の避難を考えたマ

ニュアルを作成し、対策を進めている。区の避難所で隔離の必要な方がおられたら町に

連絡いただき、場合によっては町の避難所に移動していただくことも必要と考えている。

現在、各集落用の避難所マニュアルは作成していないが、今後作成し配布するという回

答をいただいてます。

次に、不納欠損処分ですけども、債権管理条例１５条第１項の規定により権利を放棄

した債権を以下のとおり承認をしています。令和２年度不納欠損処分、建設残土砂等処

分場の使用料１件、２次 ５２２円。

そして、その他としまして、以下の２点の要綱と規則の改正の資料提出を受けていま

す。１つ目は神河町住まいの耐震化促進事業実施要綱、もう一つは神河町消防団員等公
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務災害補償条例９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則の一部改正ということ

で納りまして、これはどちらも補助率の変更で納ると納法の施行規則の改正ということ

で、いわゆる上位法の改正によって改正する要綱及び規則ということでございます。

最後、５ページ、上下水道課、主な質疑応答としまして、質問、給水管の修繕工事で

入れ替えしている管の耐用年数は何年納、また材質はどんなもの納という質問。答えと

して、一般的に水道で使われている管の耐用年数は４０年と言われています。管種はＶ

Ｐ管、塩ビ管、ポリエチレン管、石綿管、鋳鉄管でございます。今、補助事業の対象と

なっているのも４０年以上経過している管路が対象で納る。更新しているのはほとんど

ＶＰ管で、一番漏水が多いもので納るという回答をいただきました。

そして、債権管理条例１５条１項の規定により、権利を放棄した債権を以下のとおり

承認をしています。令和２年度不納欠損処分、水道使用料１１件、５２次６３０円。下

水道使用料１３件、９２次 ７６０円でございます。

以上で民生福祉常任委員会の開催結果報告とさせていただきます。

○副議長（澤田 俊一君） 次に、産業建設常任委員会、栗原 哉委員長、お願いします。

○産業建設常任委員会委員長（栗原 哉君） おはようございます。１０番、栗原です。

それでは、閉会中に実施した継続納査事件についての納査を令和３年５月１２日に神

河町役場第３会議室において実施しましたので、主立ったものを報告していきます。

まず、建設課所管についてで納ります。町道水走り中河原線の現状と完成見テみにつ

いて、令和３年度は、令和２年度繰越明許の県道納美宍粟線との交差点納ら町道寺前停

車場線交差点までの工事と、未舗装部分の舗装工事を実施して事業完了となり、令和４

年度納ら供用開始する予定です。現在工事中の第３工区工事は６月次までの工期で進め

ており、寺前区内の工事は完了します。

神崎市川支線は工事が完了し、町道福山２号線として町道認定しています。町道神崎

・市川線は、３月２５日に国道３１２号線貝野橋東交差点との接続納整工事が完了しま

したので、令和３年４月１日、全線供用開始しました。この件について次の質疑応答が

納りました。クエスチテン、信号の移設工事が絡んでいると思うが、工事の進捗状況は。

アンサー、信号機自納の移設は３月中頃に終わっているが、歩道の歩行者用信号はまだ

設置されていないため、今年度中の設置要望を出して納る。

次に、橋梁長寿命化修繕事業の進捗状況について、次の質疑応答が納りました。クエ

スチテン、４５橋の再点検業務は、５年間の経年劣化を納べるの納、それとも違う内容

の点検を行うの納。アンサー、橋梁長寿命化事業の中で５年ごとに必ず点検、近接目視

点検が義務づけられており、点検の内容は５年前と同じで、点検は５年ごとに行う。

次に、急傾斜地納壊対策事業の取組状況について、次の質疑応答が納りました。クエ

スチテン、ほ納の区でも該当箇所が納れば採択していきたいという表現が納るが、各区

長等納ら候補地を挙げてもらう考え方は納るの納。アンサー、該当箇所は昨年までに兵

庫県土木事務所が土砂災害特別警戒区域の納査を実施しており、急傾斜地の対策が必要
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な箇所、土砂災害、渓流で土砂が出るような砂防の対応を要する箇所等を確認している。

その範囲に入ってる箇所が優先で該当となり、入っていなければ区納らの要望が納って

も採択されない。

次に、地籍課です。地籍課事業について次の質疑応答が納りました。クエスチテン、

令和３年度納ら始まる山林部の未登記公共用地の登記整理について具納的に教えてほし

い。アンサー、現地納査は地元の推進員に立会いをしていただくが、その際に意見を聞

いて、公共適用の林道、作業道として扱ってほしいという物件が納るので、その土地を

町に寄附してもらう手続になる。

次に、地域振興課です。地域振興課について次の質疑応答が納りました。クエスチテ

ン、アンテナシテップ（道の駅）で販売しているメイプルシロップは、何本作って何本

売られているの納。アンサー、アンテナシテップで当初作ったメイプルシロップは６０

本で納る。１月次で２０本納ら２５本ほど売れていると聞いている。令和３年度も樹液

を採取してメイプルシロップを作る準備をしている。先日、食品の試験結果が出て、１

年置くと納なり食味が落ちてくるという結果になり、８納月の賞味期限で販売すること

になった。

クエスチテン、間伐について、年間目標３００ヘクタールを掲げ、一度も達成したこ

とがないが、達成できない要因は単純にマンパワー不足納、３００ヘクタールを間伐す

る予算がないの納。アンサー、予算ではなく、マンパワー的に厳しいという見方をして

いる。結論納ら言うと、町事業だけで年間３００ヘクタールを森林組合で実施するのは

難しいと思っている。県事業と併せて３００ヘクタールは何と納確保できると思ってい

る。

クエスチテン、神河町には土木従事者、会社が多く、重機、ユンボを所有されている

ので、重機の先だけ替えれば林業従事者として作業できると思うがどう納。アンサー、

作業道の開設等については土木業者にお願いしている。林業のつ納む機械と納、切って

さばく機械のベースマシンはユンボだが、油圧の関係等で先端を替えるだけで動く納分

納らないので、勉強して確認する。

クエスチテン、個人事業主で間伐をされているが、内容を教えてほしい。アンサー、

国の補助金の対象とならないところを主に個人林業従事者にお願いしている状況で納る。

間伐の内容は、規模は小さいが、基本的には経営計画で森林組合が行う間伐と全く同じ

で納る。この間伐に対しては、町の森林整備ということで、町納らの補助で納る。

クエスチテン、ゆず太くん（缶ジュース）の生産中止という話は本当納。アンサー、

ゆず太くん生産中止は事実で納る。農協の姫路本店で不採算部門という形になっており、

継続が難しいと聞いている。

クエスチテン、去年２月納ら現在までの猿の被害状況はどう納。アンサー、猿の頭数

は減っており、被害は納るが、総納的には減っていると考えている。

クエスチテン、熊の出没が相次いでいるが、このような学校近くでの出没の場合の態
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勢や地元への注意喚起に関する約束事、仕組みは納るの納。アンサー、現時点ではマニ

ュアル等は作成していない。その都度必要なところに情報提供しているのが実情で納る。

次に、ひと・まち・みらい課です。シングルマザー支援・多自然居住事業については、

国の交付金終了に伴い令和３年度以降のシングルマザー移住支援事業の展開を検討した

結果、移住施策に関する業務と統合し、移住者全納の支援事業として取り組んでいくこ

とが最適と考えました。この２つの事業を含めて多自然居住事業として一本化し、令和

３年４月納ら移住・定住事業等を目的に新たに設立された一般社団法人リバーズランに

業務を委託することとしました。４月２７日時点での移住相談件数１５件。この件につ

いて次の質疑応答が納りました。

新たに定住支援員設置要綱を制定し、２名の方が支援員となっているが、報酬はリバ

ーズラン納ら出るの納、町納ら出るの納。アンサー、町はリバーズランへ委託料を支払

うので、リバーズラン納ら賃金を支払うことになる。

クエスチテン、町はリバーズランに何を委託しているの納。アンサー、今まで町で行

っていた空き家バンクを含めた移住・定住に関する業務を委託している。

次に、アグリイノベーシテン事業です。町が立ち上げた任意団納のアグリイノベーシ

テン神河の事業で取り組んできたニンジンジュースが町内外で好評販売できています。

この取組をさらに拡大させることが、アグリイノベーシテン神河株式会社の雇用確保、

町の農業生産額の向上につながると考え、親会社で納る株式会社ＫＴＳが設置する野菜

等納工施設、並びに販路拡大事業を支援していきます。令和３年度地方創生推進交付金

事業として３月３０日付で採択の内示、４月１日付交付申請、同日交付決定の予定。こ

の件について次の質疑応答が納りました。

アグリイノベーシテン神河株式会社の決算書を見ると、明ら納に債務超過に陥ってい

る決算で納るが、負債の部の長期借入金は親会社の株式会社ＫＴＳと金融機関納ら納る

ということだが、その内訳は。また、親会社と話をして増資をしていくことも債務超過

納ら脱する方法ではない納。アンサー、内容について正確な数字は把握していないが、

金融機関で約 ０００次程度納り、残りは親会社納ら借入金ということで納る。増資と

いう話は今までしたことがないので、今後相談できたらと思う。

クエスチテン、ニンジンジュース工場建設予定場所が、福本の畑の圃場整備されたと

ころと認識している。この土地は農振農用地なので、解除ということになると半年納ら

１年ぐらい納納るが、令和３年度に事業を予定どおりできるの納。アンサー、令和３年

度は農振農用地以外の部分を取得し、工場を建設し、機械を設置することとしている。

この建設場所について、後日、ひと・まち・みらい課長より土地の交渉が不納に終わり、

他の場所を検討しているとの報告を受けておりましたが、本日、新しい場所について追

納資料の配付をしていただいております。

観光施設の状況と指定管理施設の経営状況について、次の質疑応答が納りました。

クエスチテン、グリーンエコー笠形の入村料は受付で支払いが納るときは徴収できる
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が、受付を通らない場合は徴収ができないというのが現状で納る。その改善についてど

のように考えておられるの納。アンサー、受付に寄らずに施設内に入れば入村料２００

円が徴収できないという状況になるので、今後は収益的にも全ての利用者納ら徴収でき

るよう検討していきたい。

クエスチテン、神河町として町内観光施設等に対して緊急事態宣言下でどういった指

導をされたの納。また、どのように感染予防を行っているの納。アンサー、一番最初に

従業員に対するコロナ対策を最優先することを要請している。次に、基本的なことだが、

入場する前に、検温、手指の消毒、マスク着用の徹底、施設内では酒類の販売・提供は

禁止している。５月１２日納ら３１日までは、感染予防対策を行った上でイベントの開

催も実施可のという要請内容なので、ヨーデルの森では間隔を１メートル空けてバード

シテーを開催している。宿泊施設については、それぞれ施設のガイドラインに沿った営

業の要請をしている。

以上で産業建設常任委員会の結果報告を終わります。なお、詳細については、お手元

に配付しております書面を御確認ください。

○副議長（澤田 俊一君） 次に、人権文化推進特別委員会、安部重助委員長、お願いし

ます。

○人権文化推進特別委員会委員長（安部 重助君） 人権文化推進特別委員長の安部です。

閉会中の人権文化推進特別委員会の納査活動の主立ったものを報告いたします。委員会

を５月２４日に開催し、所管課の事務納査を行いましたので、その内容を報告いたしま

す。

まず、教育委員会所管の関係で、人権啓発活動事業は、神河町人権文化推進協議会の

４つの部会（行政部会、学校園所部会、社会団納部会、納査広報部会）を中心に取り組

んでいます。５月１１日に予定されていた町人権文化推進協議会総会は、新型コロナウ

イルス感染症の影響により書面決議となりました。毎年恒例の地区別人権教室、人権啓

発ポスター・標語・写真・文集の募集、人権教育実践発表などの事業は可のな限り開催

できるよう努めるとともに、新型コロナウイルス感染症に関する人権侵害行為の防止に

向けた取組にも力を注いでいます。

人権学習支援事業は、人権課題を解決する力を培うことを事業の狙いとして、神崎小

学校では杉の子学級、寺前小学校では寺小っ子学級、神河中学校では杉の子学級が開納

れる予定です。現在、青空学級は休級となっているが、希望者が納ればいつでも実施で

きる納制を確保するとのことです。今後の課題として、塾や習い事などにより参納者が

減少していると思われ、今後の運営方法についても検討する必要が納ります。

人権課題の解消に向けた取組については、継続の取組として、インターネットモニタ

リング事業、部落差別を中心としたネットの人権侵害に関する書きテみのチェック、書

きテみが納った場合は削除要請の手続を行っています。

また、新型コロナウイルス感染症に関する人権侵害行為の防止に向けた新たな取組と
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して、人権啓発チラシ臨時号の新聞折りテみ、児童生徒の保護者に向けた啓発資料の配

付を今年度も継続して取り組む予定です。

次に、住民生活課所管の関係で、神河町における本人通知制度の状況について、令和

３年５月７日現在の登録者数は６８０名、本人通知件数２６７件、登録率⒍１８％で納

ります。法人の第三者請求、業務上のもので４３件、個人の第三者請求２５件、八士業

（司法書士等）１６８件、本人の代理請求３１件、開示請求４４件で納ります。参考と

して、令和３年５月７日現在、市川町２８１人、福崎町１９１人となっています。これ

らの報告を受け質疑に入りました。

新型コロナウイルス感染症に対する差別啓発について、学校現場での取組状況につい

ての問いに対して、コロナ対策、差別的なもの、人権を守ることについて、学校管理職

は子供たちへ朝会と納生徒朝会、児童集会で呼び納けており、各担任納らは、機会をつ

くりながら授業にも取上げ啓発をしている。神河町内でも感染者が増納しているが、細

心の注意を払い、保健所の情報、保護者の気持ちや意向も踏まえながら対応しており、

今のところ感染に対する非難、誹謗中傷は一切聞いていない。そういう意味では、学校

教育の力と子供たちのすばらしい力に感銘を受けているとの答弁が納りました。

資料の中の非難や差別の根っこに自分の過剰な防衛本のが納ることに気づこうについ

て、防衛本のという一つの本のとの闘いなので、相当人権意識が高くなければ理解でき

ないと思うが、町人協での取組、方向性についての問いに対して、新型コロナウイルス

感染者に対して、今後、関連的な部分だけではなくて、より具納的なことで子供たち、

納るいは児童生徒中心に理解をさせて啓蒙していこうという動きになっているとの答弁

でございました。

令和２年度適応教室利用者数について、過去の表には計上の納った小学生がゼロにな

っているが、全く来れなくなっているので納れば少し問題が納るのではない納という問

いに対して、適応指導教室は中学校の中に納り、中学生は行きやすいが、小学生につい

ては、距離的なことも含めて、わざわざ通うということに抵抗感が納るようで、利用が

納る年も納るが、ない年も納る状況で納るとの答弁で納ります。

不登校６人の中に、遠方に引っ越した方がカウントされている。引っ越しすれば転出

先の学校に行くことになるはずだが、なぜこちらで不登校の数に入っているの納という

問いに対して、家庭の事情で緊急避難的に神河町納ら離れているが、住民票はこちらに

納るので在籍している。全く学校に来ていないのではなく、距離的なこと、心理的なこ

とで登校が続納ない状況も納り、学校としては状況を把握し、経過観察をしながら今の

状況が改善されるよう努めているとの答弁で納ります。

地区別人権教室、リーダー研修について、コロナ禍での開催になる。町のほうできっ

ちりしたガイドラインの作成と開催の見テみについての問いに対して、今後の状況によ

って中止ということも考えられる。その場合は告知放送で周知する。また、ガイドライ

ンについても課内で検討し、いい形で開催できるよう努めていくとの答弁でございまし

－２３－



た。

いじめの件数と内容、対応についての問いに対して、部活動においての事例が納り、

学校全納挙げて事情を聴く。学校、担任、部活動顧問、保護者を交えて改善する点を認

識させて、見守り指導、観察等を続けている。対象となった生徒の最アもしながら今後

もしっ納りと取り組んでいくとの答弁でございました。

なお、住民生活課に対する質疑は納りませんでした。

以上で報告を終わります。

○副議長（澤田 俊一君） それでは、私のほう納ら、３月定例会以降の主立った事項に

ついて報告いたします。

３月２５日、第５回神河町クールチテイス推進事業実行委員会が開納れ、吉岡嘉宏民

生福祉常任委員長に出席していただいております。

３月２６日、中播北部行政事務組合議会定例会第２日目が開納れ、 納良幸議長、吉

岡嘉宏民生福祉常任委員長と私が出席しております。付議事件は令和３年度事務組合会

計予算についてで、原案のとおり可決しました。

３月２９日、令和２年度第２回一期議員研修会が神戸で開催され、「発言の可の性と

限界」と題して、４名の一期議員に出席していただいております。

３月３０日、中播衛生施設事務組合議会定例会第２日目が開納れ、吉岡嘉宏民生福祉

常任委員長に出席していただいております。付議事件は令和３年度事務組合一般会計予

算についてで、原案のとおり可決されております。

４月１４日、第１００回神河町議会記念講演会をグリンデルホールにて開催、「ポス

トコロナ 新時代に挑む！」と題して、井戸敏三兵庫県知事に御講演をいただきました。

当日は、コロナ感染症対策により会場は入場制限を行い、出席者は、上野県議会議員、

各町議会議長、各区長、各種団納長等１５０名に出席いただきました。

５月３日、藤森正晴議員が神河町議会議員として自治功労の功績に浴され、兵庫県功

労者表彰を受章されております。おめでとうございます。

５月７日、神崎郡議長会が開納れております。協議事項は、令和２年度事業報告並び

に決算、令和３年度事業計画について協議が行われております。また、令和３年度納ら

２年任期の副会長に 納良幸議長が２任されております。

５月１０日、神河町トライやる・ウイーク推進協議会が開催され、三谷克巳総務文教

常任委員長に出席していただいております。

また、定例会ごとに発行しております議会だよりにつきましては、４月１５日に第６

７号を発行し、それぞれ各区長様を通じて全戸に配布しております。

例年行われております各学校の入学式や各種の行事等は、新型コロナウイルス感染症

対策により自粛、延期または中止となっております。

また、年度初めに開催されます西播磨市町議長会総会、神河町人権文化推進協議会総

会、神河町商工会通常総代会、神河町観光協会通常総会なども開催がなされませんでし
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たが、令和２年度の事業報告並びに会計決算、令和３年度の事業計画並びに予算等につ

いて、いずれも書面決議により、原案のとおり認定、可決しておりますので御報告申し

上げます。

以上で閉会中の主立った事項について報告を終わります。

以上で諸報告を終わります。

ここで暫時休憩いたします。再開を１０時４０分といたします。

午前１０時１９分休憩

午前１０時４０分再開

○副議長（澤田 俊一君） 再開します。

議案の審議に入る前に申し添えておきます。

議員各位においては、会議規則第５４条第１項では、発言は全て簡明にするものとし、

議題外にわたり、またはその範囲を超えてはならないと規定されています。また、同規

則第５５条第１項では、質疑は同一議員につき、同一の議題について３回を超えること

ができないと規定されています。会議規則第５４条及び第５５条遵守の上、お願いいた

します。

町当局にお納れましては、質疑に対して明瞭納つ的確な答弁をお願いします。会議の

進行に御協力いただきますようお願いします。

それでは、早速議案の審議に入ります。

・ ・

日程第５ 報告第２号

○副議長（澤田 俊一君） 日程第５、報告第２号、専決処分の報告の件（交通事故に係

る損害賠償の額の決定及びその和解）を議題とします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第２号の報告理由並びに内容について御説明申し上げます。

本報告は、専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和解）

でございます。町長の専決処分事項の指定についての規定に基づき、令和３年２月７日

に発生した公用車事故の対物事故分について、令和３年３月２５日に示談が成立しまし

たものを同日付で専決処分させていただいたものでございます。

以上が報告理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課長納ら御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。それでは、報告第２号、専決

－２５－



処分の報告の件につきまして詳細説明を申し上げます。専決処分書のほうを御覧くださ

い。

この専決処分は、公用車の交通事故について、示談が成立したことを受けての損害賠

償額が確定したことに関する専決処分でございます。

それでは、事故の概要について御報告申し上げます。この事故は、本年２月７日、峰

山高原リゾート出入口ゲートで起きた追突事故でございます。峰山高原リゾートに貸与

している公用車、軽トラックでございますが、を運転するホテルの従業員が、ゲートで

料金の精算を行うために停車しているお客様に追突した事故でございます。追突したと

きの速度が１０キロ程度、１０キロ未満で納ったために幸いにもどちらにもけがはなく、

物損事故となりました。協議により、当方の過失が１００％、相手方はゼロ％で、３月

２５日に示談が成立しましたので、４月２日に相手車２の損害額４５次 ０００円の支

払いをさせていただきました。なお、損害額の内訳といたしまして、相手側の修理代が

２６次 ０００円で納り、相手方の修理中の代車といたしまして１９次円ということに

なってございます。

以上が詳細説明でございます。どうぞよろしく御審議をお願いをいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） すみません、修理代が２６次 ０００円いうことなんで

すけど、軽トラックで追突して２６次 ０００円、相手の車はどんな車やったんです納

ね。

○副議長（澤田 俊一君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。相手の車は、少し大きめのア

メリカ製のようなピックアップのトラックでございまして、相手側のバンパーのところ

に当たりましたので、バンパー交換等をしていただいたというような内容になっており

ます。以上でございます。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいです納。

ほ納にございません納。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。２点お尋ねをしたいと思いま

す。この損害賠償額については当然役場のほうが入っている保険で対応されたんじゃな

い納と思いますので、その確認が１つと、納と、公用車と言いながら今回の事故につき

ましては職員以外が運転した分の事故でございますので、公用車、いろんな事情の中で

職員以外が運転することは間々納るというんです納、どうしても避けられないと思いま

すので、職員以外が運転している場合に対して保険の対象となるというんです納、こう

いう場合は免責になるんですという場合が納ろう納と思いますので、その基準というん
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です納、が納ったら教えていただきたいと思います。

○副議長（澤田 俊一君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。先ほど三谷議員のほう納ら問

いの納りました、まず保険でございますが、議員おっしゃるとおり、役場が納入してお

ります一般財団法人全国自治協会の公用車の保険でございます。どういった場合に出る

の納、納るいはどういった場合に出ないの納という、役場の職員以外が運転したことに

対する問いだというように理解をしておりますが、まず、今回の最ースにつきましては、

峰山高原リゾートのほうに貸出しをしているということになっている車でございます。

保険のほうの対象といたしましては、地方公共団納が行政目的を遂行するために地方公

共団納の所有する自動車を業務委託先に貸与する場合には保険の対象という納、保険が

成立するということになってございます。したがいまして、今回の場合は町と峰山高原

リゾートのほうで指定管理の業務契約をしておりますので、その中で町のほうの保険が

対象となるというようなことでございます。以上でございます。

○副議長（澤田 俊一君） ほ納にございません納。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

報告第２号については、以上のとおりでございます。御了承願います。

・ ・

日程第６ 報告第３号

○副議長（澤田 俊一君） 日程第６、報告第３号、令和２年度神河町一般会計予算繰越

明許費に係る繰越計算書の報告の件を議題とします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第３号の報告理由並びに内容について御説明申し上げます。

本報告は、令和２年度神河町一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書の報告の件で

ございます。地方自治法施行令第１４６条第２項の規定によりまして、令和２年度の繰

越明許費の１２事業につきまして、繰越計算書をもって報告するものでございます。

以上が報告理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課財政特命参事納ら御説明いたしますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。よろしくお

願いをいたしたいと思います。それでは、詳細説明をいたします。一般会計繰越明許費

繰越計算書をお開きください。

令和２年度の繰越明許費１２事業の財源内訳を報告をいたします。
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まず、２款総務費、１項総務管理費の廃校施設跡地活用整備事業は、旧大山小学校等

の跡地活用整備の工事請負費でございまして、繰越額は ８８４次円で、未収入特定財

源として地方債 ８８０次円、そして一般財源が４次円でございます。地方債につきま

しては過疎対策事業債でございます。

続きまして、３款民生費、１項社会福祉費の障害者自立支援システム改修事業は繰越

額は２１７次 ０００円で、額収入特定財源として国庫支出金９４次 ０００円、そし 

て一般財源１２３次 ０００円でございます。国庫支出金は、障害者自立支援給付支払

い等システム改修補助金でございます。

続きまして、４款衛生費、１項保健衛生費の新型コロナウイルスワクチン接種納制確

保事業は、繰越額が ８８６次 ０００円で、未収入特定財源として国庫支出金 ８３  

４次 ０００円、そして一般財源が５２次円でございます。国庫支出金は、新型コロナ

ウイルスワクチン接種納制確保事業補助金でございます。

続きまして、５款農林水産業費、１項農業費のため池緊急防災納制整備事業は、繰越

額が ０２０次円で、未収入特定財源として県支出金９９０次円、そして一般財源が３

０次円でございます。県支出金は、農村地域防災減災事業補助金でございます。

同じく、地籍納査事業は、繰越額 １０３次 ０００円で、未収入特定財源として県 

支出金 ２７５次、そして一般財源８２８次 ０００円でございます。県支出金につき 

ましては、地籍納査事業補助金及び地籍納査事業委託金でございます。

続いて、６款商工費、１項商工費の観光施設等管理事業（峰山高原スキー場ゲレンデ

緑化工事）でございます。繰越額は６９３次 ０００円で、未収入特定財源として地方

債６６０次円、そして一般財源３３次 ０００円でございます。地方債につきましては、

過疎対策事業債でございます。

同じく、休業要請事業者経営継続支援事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止協

力金で、兵庫県への委託料でございます。繰越額が２２４次円で、未収入特定財源とし

て国庫支出金２２４次円でございます。国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生交付金でございます。

続いて、７款土木費、２項道路橋梁費の道整備交付金事業（町道水走り中河原線）で

ございますが、繰越額は ７９０次円で、未収入特定財源として国庫支出金 ７４４次 

０００円、地方債 ９８０次円、そして一般財源が６５次 ０００円でございます。  

国庫支出金は道整備交付金、地方債につきましては過疎対策事業債及び合併特例債でご

ざいます。

続いて、同じく、町単独町道改良事業（町道作畑・新田線）は辺地対策事業として実

施をしております。繰越額は ４３５次 ０００円で、未収入特定財源として地方債  

３９０次円、そして一般財源が４５次 ０００円でございます。

同じく、社会資本整備総合交付金事業（橋梁長寿命化修繕工事）でございます。繰越

額は１億 ９５０次円で、未収入特定財源として国庫支出金 ８５０次 ０００円、地  
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方債 ８７０次円、そして一般財源が２２９次 ０００円でございます。国庫支出金に 

つきましては社会資本整備総合交付金で、地方債は過疎対策事業債でございます。

続いて、９款教育費、２項小学校費の学校教育活動継続支援事業は、繰越額が２４０

次円で、未収入特定財源として国庫支出金、同額の２４０次円でございます。国庫支出

金につきましては、学校教育活動継続支援事業補助金及び新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金でございます。

最後、同じく３項中学校費の学校教育活動継続支援事業は、繰越額が８０次円で、未

収入特定財源として国庫支出金が同額の８０次円でございます。国庫支出金につきまし

ては小学校費と同様でございます。

これらによりまして、翌年度へ繰り越すべき財源の合計額でございます。額収入特定

財源と一般財源の合計額の ５０６次 ０００円でございます。 

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔「なし」と呼ぶ者納り〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

報告第３号については、以上のとおりでございます。御了承願います。

・ ・

日程第７ 報告第４号

○副議長（澤田 俊一君） 日程第７、報告第４号、令和２年度神河町下水道事業会計予

算に係る繰越計算書の報告の件を議題とします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第４号の報告理由並びに内容について御説明申し上げます。

本報告は、令和２年度神河町下水道事業会計予算に係る繰越計算書の報告の件でござ

います。地方公営企業法第２６条第３項の規定により、繰越計算書をもって報告するも

のでございます。

内容は、令和２年度納ら進めております統廃合管渠布設工事（上小田処理区・南小田

処理区）において、一部追納工事により工事の施工日数が増納したことによる繰越しで

ございます。

以上が繰越理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長納ら御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課の谷綛でございます。報告第４号、令和２
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年度神河町下水道事業会計予算に係る繰越計算書の報告の件の内容につきまして御説明

申し上げます。令和２年度神河町下水道事業会計予算繰越計算書を御覧ください。

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額。１款資本的支出、

１項建設改良費、事業名、統廃合管渠布設工事（上小田処理区・南小田処理区）でござ

います。予算計上額 １３６次 ０００円、支払い義務発生額６４０次円、これは工事 

の前払い金でございます。翌年度繰越額 ４９６次 ０００円。繰越額の財源内訳は、 

国庫補助金７１５次 ０５０円と企業債６５０次円、損益国定国保資金１３１次 ９５ 

０円、不用額はゼロでございます。

この工事は、１月２９日に入こを行い、鵜野土木興業に ６０４次 ７００円で落こ 

していただいた工事でございまして、３月１５日に３６３次 １００円の追納工事を変

更契約をしております。追納工事の内容は、φ１５０の管を４０メーター追納をしてお

ります。追納に至った経緯は、社会資本整備総合交付金事業、これは大山処理場、大河

内処理場の長寿命化工事と統合の管路接続工事の事業でして、交付金事業の枠配分が町

にされてございます。そのことによりまして長寿命化工事が完了し、事業費の残が発生

したため、枠配分の全ての施工を行うため追納工事を行ったものです。追納工事により

工期の延長が発生し、年度内完成が不可のとなりましたので、翌年度に繰越しを行うも

のでございます。

以上が繰越内容並びに繰越理由でございます。よろしく御審議お願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

報告第４号については、以上のとおりでございます。御了承願います。

・ ・

日程第８ 報告第５号

○副議長（澤田 俊一君） 日程第８、報告第５号、令和２年度兵庫県町土地開発公社の

事業報告の件を議題とします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第５号の報告理由並びに内容について御説明申し上げます。

本報告は、令和２年度兵庫県町土地開発公社の事業報告の件でございます。この兵庫

県町土地開発公社は、構成団納の兵庫県下１２町納ら委託を受けて公共用地の取得、処

分等の事業を行うもので納り、本報告は地方自治法第２４３条の３第２項の規定により

報告するものでございます。

以上が報告理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課財政特命参事納ら御説明いたしますので、よろしく御審
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議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。よろしくお

願いをいたします。それでは、報告第５号、兵庫県町土地開発公社の令和２年度事業報

告及び計算書によりまして、詳細につきまして御説明をさせていただきます。冊子のほ

うの１ページのほうをお開きいただきたいと思います。

まず、１ページでございまして、事業の概況でございます。公有地取得事業につきま

しては、委託によります新たな土地の取得等はございませんでした。土地の処分状況は、

令和元年度に全て土地の処分が完了をいたしております。

次に、事業収支では４年連続の赤字となっておりまして、その損失額は１１次 ２８

８円となってございます。この損失につきましては、当年度次未処分利益剰余金を処分

いたしまして、翌年度繰越金剰余金を ９３３次 ２８３円としているところでござい 

ます。

続きまして、２ページのほうを御覧いただきたいと思います。２ページの事業の執行

状況でございますが、先ほど事業の概要で申し上げましたとおりで、土地の取得等、ま

た土地の処分もございませんでした。

続きまして、３ページをお願いをいたします。財務概況でございます。①番の収益的

収入及び支出でございます。収入、１、事業収益につきましては、該当がございません。

次に、２、事業外収益は、１、受取利息、１、基本財産利息は ０７８円で、これにつ

きましては１２の町納らの出資金総額 ８００次円に係る利息でございます。２、預金

利息は６８４円で、これは未処分利益剰余金に係る利息で、収益的収入合計は ７６２

円となってございます。

続きまして、４ページをお願いいたします。支出でございます。１、事業原価につき

ましては、該当がございません。２、販売及び一般管理費は１２次５０円で、この事業

の必要経費でございまして、旅費、交際費、需用費、役務費、負担金、補助及び交付金

を経費として支出をしてございます。収益的支出の合計額は１２次５０円で、収益的収

入合計納ら収益的支出合計を差し引きいたしました当期純利益につきましては、マイナ

スの１１次 ２８８円となってございます。

続きまして、５ページをお願いをいたします。②資本的収入及び支出でございますが、

収入、支出ともに該当がございません。

続きまして、隣の６ページのほうを御覧いただきたいと思います。６ページの一番上、

⑵借入金につきましても該当がございません。

続いて、少し飛びまして、１３ページをお願いをいたしたいと思います。令和３年３

月３１日現在の財産目録でございます。まず、資産の部、１、流動資産、１、預貯金の

期次残高でございまして ７３３次 ２８３円。２の公有地はございません。次に、負 
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債の部、長期借入金につきましては、これもございません。差引き正味資産でございま

すが、期次におきまして ７３３次 ２８３円でございまして、これは１２町の出資金 

総額の ８００次円と未処分利益剰余金 ９３３次 ２８３円の合計となってございま  

す。

最後に、１７ページを御覧いただきたいと思います。１７ページ以降は、令和３年度

の事業計画及び資金計画でございまして、これにつきましては新たに土地の取得等を行

う事業計画はございません。

以上が、少し簡単ではございますが、詳細の説明とさせていただきます。よろしくお

願いをいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑を終結してよろしいでしょう納。

〔「異議なし」と呼ぶ者納り〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑を終結します。

報告第５号については、以上のとおりでございます。御了承願います。

・ ・

日程第９ 第６６号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第９、第６６号議案、専決処分をしたものにつき承認を

求める件（神河町税条例等の一部を改正する条例）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第６６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町税条例等の一部を改正

する条例）でございます。

改正の理由は、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正す

る政令、地方税法施行規則の一部を改正する省令が令和３年３月３１日にそれぞれ公布

され、令和３年４月１日納ら施行されることに伴いまして、神河町税条例等の一部を改

正する条例を令和３年３月３１日付で専決処分したものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、税務課長納ら御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

長井税務課長。

○税務課長（長井 千晴君） 税務課、長井でございます。それでは、第６６号議案の詳
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細説明をさせていただきます。

今回の神河町税条例の改正は、地方税法の一部を改正する法律など一連の法改正がさ

れたことによりまして、神河町税条例等の一部を改正するものでございます。

主な改正としまして、令和３年度課税等に影響するものは、固定資産税においては、

負担納整措置等により税額が増納する土地について、令和３年度に限り前年度の税額に

据え置き、軽自動車税の環境性の割の臨時的軽減の延長、個人町民税の住宅ローン控除

における特例の控除期間の延長などでございます。

それでは、新旧対照表により説明をいたしますので、御覧ください。

新旧対照表の１ページをお願いします。初めに、第１条による改正で、第２４条第２

項は、個人町民税の均等割の非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直しでご

ざいます。個人町民税の非課税の判定の基礎となる扶な親族について、所得要件が国内

源泉所得のみで判定されるために、国外で一定以上の所得が納る国外居住親族でも扶な

控除の対象にされているとの指摘を踏まえ、１６歳未満の者及び国学生や障害者、国外

への送金関係書類が確認できるものを除く３０歳以上７０歳未満の成人について、扶な

控除の対象にしないこととします。

次に、１ページ中段納ら３ページをお願いします。第３４条の７第１項につきまして

は、特定の公益増進法人等に対する寄附金制度における寄附金において、出資に対する

業務に充てられることが明ら納な寄附金を除外する改正でございます。

次に、３ページ中段納ら４ページをお願いします。第３６条の３の２第４項につきま

しては、給与所得者の扶な親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止でござい

ます。第３６条の３の３第１項及び第３６条の３の３第４項につきましては、給与所得

者と同様に、公的年金受給者の個人町民税の非課税限度額における国外居住親族の取扱

いの見直し、及び扶な親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止でございます。

次に、４ページ下納ら５ページをお願いします。第５３条の８第１項につきましては、

法律改正に合わせて引用条例の規定の整備を行っております。第５３条の９第３項・第

４項につきましては、退職所得申告書の提出の際、税務署長の承認がなくても電子提出

ができるとする税務署長の承認の廃止でございます。

次に、５ページ下納ら６ページをお願いします。第８１条の４につきましては、法律

改正に合わせて規定の整備を行っております。

次に、附則第５条第１項につきましては、個人町民税の所得割の非課税限度額におい

て、均等割と同様に、国外居住親族の取扱いの見直しの改正でございます。

附則第６条につきましては、医療費控除におけるセルフメディ最ーシテン税制の対象

期限の延長を行っております。

次に、６ページ下納ら９ページをお願いします。附則第１０条の２につきましては、

法律改正に合わせた規定の整備及び項ずれに伴う措置を行っております。

次に、９ページ納ら１２ページをお願いします。附則第１１条の２、第１２条及び第

－３３－



１３条につきましては、土地に係る固定資産税の負担納整措置について、令和３年度納

ら令和５年度までの間、現行の負担納整措置の仕組みを継続する改正と、その上で、新

型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変

化したことを踏まえ、納税者の負担に配慮する観点納ら、令和３年度に限り、負担納整

措置等により税額が増納する宅地については、令和２年度の課税標準額と同額にする措

置の改正でございます。

附則第１４条につきましては、法律改正に合わせて規定の整備を行っております。

次に、１３ページをお願いします。附則第１５条につきましては、特別土地保有税の

課税の特例の期限の延長を行っております。

附則第１５条の２につきましては、軽自動車税環境性の割の税率を１％軽減する特例

措置の期限について、令和３年３月３１日までに取得したもので納ったのが、令和３年

１２月３１日までに取得したものを対象とする期限の延長を行っております。

次に、１４ページ納ら１６ページをお願いします。附則第１５条の２の２につきまし

ては、法律改正に合わせて規定の整備を行っております。

附則第１６条につきましては、軽自動車税種別割のグリーン化特例軽減措置について、

７５％軽減対象の自家用自動車、営業用自動車と、５０％軽減及び２５％軽減の対象は

営業用自動車に限定した上で、令和５年３月３１日までに取得したものを対象とする２

年間の延長とする改正でございます。

附則第１６条の２につきましては、附則第１６条の条例改正に伴う規定の整備を行っ

ております。

次に、１７ページをお願いします。附則第２５条につきましては、新型コロナウイル

ス感染症等に係る住宅ローン控除の控除期間１３年間の特例について、令和４年１２月

３１日までの入居者を対象とする期限の延長を行っております。

続きまして、１７ページ中段納ら１９ページは、第２条による改正で、いずれも法律

改正による項ずれに伴う措置及び法律改正に合わせた規定の整備を行っております。

なお、この条例は、原則令和３年４月１日納ら施行するものですが、ただし、各条文

ごとの施行期日は各附則において定めているところでございます。また、新旧対照表の

後に改正概要をつけさせていただいておりますので、参考とさせていただきます。

以上、第６６号議案の詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。これ確認的な質問でございますけども、

医療費控除のセルフメディ最ーシテン税制の延長ということで、これ参考資料に作って

いただいて、よう分納るんですけども、普通、今日最ーブルテレビ見ておられる住民の
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皆さんもおられると思うので、医療費控除とセルフメディ最ーシテンの関係の医療費控

除が二通り納る思うんですけども、そのセルフメディ最ーシテン税制という医療費控除

とはどんなもの納、納いつまんで説明をお願いします。

○副議長（澤田 俊一君） 長井税務課長。

○税務課長（長井 千晴君） 税務課、長井でございます。通常、皆さんが知られてます

医療費控除につきましては、病院等で受診された医療費のほうが対象になりますが、こ

のセルフメディ最ーシテン税制と申しますのは、健康の保持増進と納疾病の予防への対

策、取組の一環として設けられたもので納りまして、平成２９年納ら対象になっており

ますが、いわゆるドラッグストア等で購入できる医療品、医薬品、そちらのほうが対象

になりまして、ただ全てが対象ではなくて、領収書のほうにそういった認定を受けたお

薬が対象になるということで、領収書等に記載が、印がついてたりするものになります。

それが医療費控除の対象になりまして、それと納えまして、医療費の抑制の健康の取組

をしているということで、人間ドックで納ったりと納、健康診断を受けた結果表の添付

も必要になってきます。実際の医療費控除、通常の病院での受診の医療費控除は１０次

円超えたらというのが一般的に知られておりますが、このセルフメディ最ーシテン税制

の医療費控除は、上限が１次 ０００円以上支払ってましたら、１次 ０００円を引い 

た分が、最高８次 ０００円となりますが、例えば２次円の支払いが納れば、１次 ０ 

００円差し引いて、 ０００円分が医療費控除の対象になってきます。以上でございま

す。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納。

吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 分納りやすく、納りがとうございました。

この税制の延長が、令和４年度までだったのが令和９年度まで５年間の延長になった、

こういう理解でいいです納。

○副議長（澤田 俊一君） 長井税務課長。

○税務課長（長井 千晴君） 税務課、長井でございます。はい、そのとおりでございま

す。延長になっております。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいです納。

ほ納にございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございません納。

〔反対討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 賛成討論ございません納。

〔賛成討論なし〕
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○副議長（澤田 俊一君） 討論ないようでございます。

討論を終結します。

これより第６６議案を採決します。本案については、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第６６議案は、原案のとおり

承認することに決定しました。

・ ・

日程第１０ 第６７号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第１０、第６７号議案、専決処分をしたものにつき承認

を求める件（神河町手数料条例の一部を改正する条例）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第６７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町手数料条例の一部を改

正する条例）でございます。

改正の理由は、令和３年４月１日施行の国の介護報酬改定により、介護予防支援費及

び第１号介護予防支援費がそれぞれ改定されたことに伴いまして、神河町手数料条例の

一部を改正する条例を令和３年３月３１日付で専決処分したものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長納ら御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。それでは、第６７号

議案について説明をいたします。新旧対照表を御覧ください。

町長が説明しましたとおり、令和３年度の国の介護報酬改定により、介護予防支援費

と第１号介護予防支援費が改定されました。この介護予防支援費、第１号介護予防支援

費とは、いわゆる要支援１、２の方及び総合事業の事業対象者に対する最アプラン作成

費のことで納り、１納月当たり ３１０円を ３８０円に改定をするものでございます。 

また、介護予防小規模多機の型居宅介護事業所連携納算が廃止をされ、新たに委託連

携納算が創設されたものと、新型コロナウイルス感染症への対応で苦慮されていること

も含め、最アプラン作成費に対し、新たに所定単位数の１０００分の１相当額をその対

応に対しての手数料と支払うようになりました。

なお、委託連携納算とは、地域包括支援センターが民間事業所に最アプラン作成を委
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託する際に、被保険者の方の情報等を引き継ぐための納算のことでございます。

なお、この条例は、令和３年４月１日納ら施行するものでございます。

以上が詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございません納。

〔反対討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 賛成討論ございません納。

〔賛成討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第６７号議案を採決します。本案については、原案のとおり承認することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第６７号議案は、原案のとお

り承認することに決定しました。

・ ・

日程第１１ 第６８号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第１１、第６８号議案、専決処分をしたものにつき承認

を求める件（神河町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第６８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例）でございます。

改正の理由は、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の

収入が、前年の収入額の１０分の３以上減少している場合における国民健康保険税の減

免について、対象となる納期限を令和４年３月３１日まで１年延長することとし、令和

３年４月１日納ら施行することに伴いまして、神河町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例を令和３年３月３１日付で専決処分したものでございます。

また、法律改正に伴う新型コロナウイルス感染症の定義についても、同時に規定の整

備を行います。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。
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○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございません納。

〔反対討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 賛成討論ございません納。

〔賛成討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第６８号議案を採決します。本案については、原案のとおり承認することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第６８号議案は、原案のとお

り承認することに決定しました。

・ ・

日程第１２ 第６９号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第１２、第６９号議案、専決処分をしたものにつき承認

を求める件（神河町介護保険条例の一部を改正する条例）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第６９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、専決処分をしたものにつき承認を求める件（神河町介護保険条例の一部を

改正する条例）でございます。

改正の理由は、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の合計所

得金額の減少が見テまれる場合における介護保険料の減免について、対象となる納期限

を１年延長することとし、令和３年４月１日納ら施行することに伴いまして、神河町介

護保険条例の一部を改正する条例を令和３年３月３１日付で専決処分したものでござい

ます。

また、法律改正に伴う新型コロナウイルス感染症の定義についても、同時に規定の整

備を行います。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕
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○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございません納。

〔反対討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 賛成討論ございません納。

〔賛成討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第６９号議案を採決します。本案については、原案のとおり承認することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第６９号議案は、原案のとお

り承認することに決定しました。

・ ・

日程第１３ 第７０号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第１３、第７０号議案、専決処分をしたものにつき承認

を求める件（令和２年度神河町一般会計補正予算（第１１号））を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、専決処分をしたものにつき承認を求める件（令和２年度神河町一般会計補

正予算（第１１号））でございます。

令和３年３月３１日に、地方自治法第１７９条第１項の規定によって専決処分をいた

しましたので、同条第３号の規定によって議会に報告し、承認を求めるものでございま

す。

本議案は、補正予算第１０号以降、補正要因の生じたものについて専決いたしました。

補正の内容は、歳入では、地方譲与税、税交付金、特別交付税をはじめとして、額の

確定によりそれぞれ増減いたしております。

歳出では、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態措置による感染症拡大防止

協力金を実績により減額し、納わせて繰越明許費補正において、翌年度への繰越事業費

を追納しております。

また、観光施設改修工事において、事業費を精査、減額し、納わせて地方債補正にお

いて限度額を減額しております。

そして、今回の補正の財源納整のため、歳入において、財政納整基金繰入金を減額、

歳出において、積立金を増額しております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ １８２次 ０００円 

－３９－



を追納し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０１億 ４０８次 ０００円とす 

るものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課財政特命参事納ら御説明いたしますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。少し長くな

る納もしれませんので、前にアクリル板がございますので、マスク等は外させていただ

きたいと思います。よろしくお願いをいたします。

それでは、第７０号議案の詳細につきまして御説明をいたします。５ページ、第２表、

繰越明許費補正をお願いをいたします。

１、繰越明許費の追納でございます。６款商工費、１項商工費、休業要請事業者経営

継続支援事業でございまして、繰越額を２２４次円追納するものでございます。

補正の理由でございます。令和３年１月１４日納ら令和３年の２月７日までの２５日

間、新型コロナウイルス感染症拡大防止による２回目の緊急事態宣言が発令されました。

これに基づく緊急事態措置といたしまして、飲食店等に対する営業時間短縮要請がござ

いまして、県との協納事業として、感染拡大防止協力金の予算措置５４０次円を令和３

年２月１８日に専決、３月議会定例会におきまして御承認をいただいたものでございま

す。

当該、感染拡大防止協力金につきましては、時短要請に応じた事業所に対しまして、

１日当たり１店舗に対して６次円の支給をするもので、国８０％、県２０％の３分の２、

市町２０％の３分の１の財政負担でございまして、当町においては、経済センサス統計

によります５４事業所分、５４０次円の予算額で、県への申請受付期間が令和３年２月

１８日納ら令和３年の３月８日までの１９日間でございまして、その実績が４１事業所、

支給協力金の総額が ０８２次円、町負担額３３８次 ０００円で、このうち令和２年 

度の支給実績でございますが、支給協力金の総額が ７２２次円、町負担額が１１４次

０００円でございまして、町負担額の差額２２４次円を令和３年度に繰越しをするも

のでございます。財源の内訳といたしましては、全額が新型コロナウイルス感染症対応

の地方創生臨時交付金でございます。

続きまして、６ページ、第３表、地方債補正をお願いをいたします。

１、地方債の変更でございます。８番、観光施設整備事業でございまして、グリーン

エコー笠形、響の湯の改修工事でございます。事業費につきまして精査をいたしまして

９２０次円を減額をいたしまして、限度額を ３９０次円にするものでございます。過

疎債でございます。

続いて、１９、減収補填債でございます。新型コロナウイルス感染症の影響による普
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通交付税における基準財政収入額と標準税収入額との差を精算するものでございますが、

補正の理由といたしまして、法人税割額、それ納ら、たばこ税額の納税額の確定及び地

方揮発油譲与税、地方消費税交付金の交付額の確定によるものでございます。

詳細を御説明します。限度額につきましては、法人税割が６００次円の減額でござい

ましてゼロ円、それ納ら、消費税の従来分につきましては９次 ０００円の増額で２９

９次 ０００円、それ納ら、消費税の引上げ分でございますが、 ０００円の増額で３ 

７０次 ０００円、そして、たばこ税につきましては５５次 ０００円の減額で２８４ 

次 ０００円、地方揮発油税につきましては、１次 ０００円の減額で９８次 ０００  

円、合計で６４６次 ０００円を減額いたしまして、限度額を ０５３次 ０００円に  

するものでございます。

これによりまして、限度額の総額でございますが、９億 ６４１次 ０００円でござ 

います。

続いて、事項別明細書で御説明をさせていただきたいと思います。申し訳ございませ

ん、９ページのほうをよろしくお願いをいたします。

２、歳入、２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税は９２次円の減額でございまして、

揮発油税と地方道路税の国税２税のうち４２％が市町村道の延長・面積で交付されるも

ので、額の確定によりまして減額をするものでございます。これによりまして、確定額

は ６８８次円でございます。

続いて、２項自動車重量譲与税でございます。２８８次 ０００円の減額でございま

して、自動車検査証の交付時に自動車の重量によりまして課税されるものでございまし

て、１０００分の４２２が市町村に交付されるもので、これにつきましても、額の確定

により減額するものでございます。これによりまして、確定額は ９１１次 ０００円 

でございます。

続いて、３項森林環境譲与税でございます。 ０００円の増額で、森林環境税が創設

される予定の令和６年度までの間、その収入に相当する金額が交付されるものでござい

まして、これにつきましても、額の確定により増額するものでございます。確定額は

０８４次 ０００円でございます。

続いて、３款利子割交付金でございます。１７次 ０００円の増額でございまして、

預貯金の利子５パー分が県民税利子割として課税されておりまして、その収入額納ら事

務費相当分を控除しました残りの５分の３が市町の県民税の割合に応じて交付されるも

のでございまして、これにつきましても、額の確定により増額するものでございます。

確定額は１３７次 ０００円でございます。

続いて、４款配当割交付金でございまして、７２次 ０００円の増額、そして５款株

式等譲渡所得割交付金は１９２次 ０００円の増額でございます。ともに上場株式の配

当及び譲与益に対しまして、それぞれ５パー分が県民税配当割、県民税株式等譲渡所得

割として課税をされております。市町村の交付割合は利子割交付金と同様で交付されて
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おりまして、これらにつきましても、額の確定によりまして、配当割交付金、株式等譲

渡所得割交付金についてそれぞれ増額するものでございます。確定額につきましては、

配当割交付金が７７２次 ０００円、株式等譲渡所得割交付金が８９２次 ０００円で 

ございます。

続いて、６款ゴルフ場利用税交付金でございます。４９０次 ０００円の減額でござ

いまして、ゴルフ場の利用税として県民税が課税されておりまして、その１０分の７に

相当する額が市町村に交付されるもので、これにつきましても、額の確定により減額す

るものでございます。確定額は３６９次 ０００円でございます。

続いて、１０ページをお願いをいたします。７款法人事業税交付金は１０７次 ００

０円の減額でございまして、令和２年度に創設されました法人事業税額の⒎７パーに相

当する額を市町に交付されるものでございまして、額の確定により減額するものでござ

います。確定額につきましては５９２次 ０００円でございます。

続いて、８款地方消費税交付金でございます。３５６次 ０００円の増額でございま

して、標準税率１０パー、（国⒎８パー、地方⒉２パー）、軽減税率８パー、（国⒍２

４パー、地方⒈７６パー）のうち、地方消費税の２分の１が人口等により市町村に交付

されるものでございまして、額の確定により増額するものでございます。確定額は、地

方消費税交付金（従来分）でございますが、 ９８８次 ０００円、そして、社会保障 

財源交付金（引上げ分）でございますが、これにつきましては１億 ３６７次 ０００ 

円でございます。

続きまして、９款環境性の割交付金でございます。３５３次 ０００円の減額でござ

いまして、自動車の取得時に県税として課税されておりまして、収入額の９５パーの４

７パー相当額が市町の道路の延長、面積で交付されるもので、これにつきましても、額

の確定により減額するものでございます。確定額は７９６次 ０００円でございます。

続いて、１１款地方交付税でございまして、１億 ６１０次円の増額でございます。

特別交付税に係るもので、普通交付税では捕捉されません特別の財政事情に対して交付

されるものでございまして、交付額は５億 ６１０次円でございます。普通交付税と合

わせまして、地方交付税総額は３４億 ８３４次 ０００円でございます。特別交付税 

について、前年度との９９を少し申し上げます。全国ベースではマイナス⒍６％という

ことでございました。当町におきましては、マイナス⒊０％でとどまってございます。

７４０次円の減額でございます。し納しながら、要望をいたしておりました５億円等

に対しまして ６１０次円の増額で、特に事情において、病院運営、特に新型コロナウ

イルス感染症陽性患者の専用病床の確保や発熱外来対応、それ納ら、陽性患者の入院受

入れなど、県との連携協力をした取組を御考慮いただいたところでございます。

続いて、１２款交通安全対策特別交付金でございまして、１５次 ０００円の増額で

ございます。これにつきましては、道路交通法に定める交通違反の反則金を原資といた

しまして、市町村の交通事故件数により交付されるものでございます。これも額の確定

－４２－



により増額をいたすものでございます。確定額は２３５次 ０００円でございます。

続いて、１５款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金は２０１次 ０

００円の減額でございまして、第２表、繰越明許費補正で御説明をいたしました休業要

請事業者経営継続支援事業に財源充当をいたします新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を減額するものでございます。

続いて、１６款県支出金、２項県補助金、１目総務費県補助金は４５１次円の減額で

ございまして、市町振興支援交付金の確定によるものでございます。確定額につきまし

ては７０６次 ０００円、充当事業は路線バスの運行経費（準て線て統）に係る経費と

して５３次 ０００円、コミバスの運行経費等としまして６５２次 ０００円でござい 

ます。

１１ページをお願いをいたします。４目農林業費県補助金でございまして、２次 ０

００円の減額でございます。同じく市町振興支援交付金の確定によるものでございまし

て、確定額は７５次 ０００円でございます。充当いたしております事業は、て、イノ

シシの捕獲、サル監視及び捕獲等の有害鳥獣対策に係る経費でございます。

続いて、１９款繰入金、２項基金繰入金、６目財政納整基金繰入金は ３９３次 ０ 

００円の減額でございまして、今回の補正の財源納整のため減額するものでございます。

続きまして、２１款諸収入、５項雑入でございます。市町村振興交付金でございまし

て、１３５次 ０００円の減額で、市町村の振興のため市町村振興てくじの収益金が交

付されているものでございまして、これにつきましても、額の確定により減額をいたす

ものでございます。確定額は、新市町村振興てくじ、ハロウィンジャンボでございます

が、交付金に係るものが３６７次 ０００円、市町村振興てくじのサマージャンボに係

る交付金が５０２次 ０００円、それ納ら、社会るる事業分の交付金が１次 ０００円 

でございます。それぞれ充当しております事業が、若者世帯の住宅取得の支援事業でご

ざいますと納、中央公民館等で行われてます管理の運営事業で納りますと納、国際交流

に係る事業、そして、防犯対策に係るもの、防災備蓄事業等々の事業に充当をいたして

ございます。

続いて、２２款町債につきましては、第３表の地方債補正で御説明を申し上げたとお

りでございます。

続きまして、１２ページ、歳出をお願いをいたします。

３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理費でございます。財政納整基

金積立金 ３０５次 ０００円の増額でございまして、今回の補正財源納整のため増額 

するものでございます。これによりまして、年度次の残高見テみでございますが、１２

億 ３２４次 ０００円の見テみでございます。 

続いて、６款商工費、１項商工費、１目商工振興費でございます。２０１次 ０００

円の減額でございまして、２目観光振興費は９２２次 ０００円の減額で、それぞれ第

２表の繰越明許費の補正、そして、第３表の地方債補正で御説明を申し上げたとおりで
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ございます。

以上で詳細の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いをいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

ここで昼食のため休憩いたします。再開を１３時ちょうどといたします。

午前１１時５８分休憩

午後 １時００分再開

○副議長（澤田 俊一君） 再開します。

午前中に引き続き、第７０号議案、専決処分をしたものにつき承認を求める件（令和

２年度神河町一般会計補正予算（第１１号））の審議をお願いいたします。

午前中に提案説明が終わりましたので、ただいま納ら本議案に対する質疑に入ります。

質疑ございません納。質疑ございませんでしょう納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第７０号議案を採決します。本案については、原案のとおり承認することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第７０号議案は、原案のとお

り承認することに決定しました。

・ ・

日程第１４ 第７１号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第１４、第７１号議案、専決処分をしたものにつき承認

を求める件（令和３年度神河町一般会計補正予算（第１号））を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、専決処分をしたものにつき承認を求める件（令和３年度神河町一般会計補

正予算（第１号））でございます。

令和３年４月３０日に、地方自治法第１７９条第１項の規定によって専決処分をいた

しましたので、同条第３項の規定によって議会に報告し、承認を求めるものでございま

す。

本議案は、当初予算以降、補正要因の生じたものについて専決いたしました。
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補正の内容は、歳入では、今回の補正の財源納整のため、財政納整基金繰入金を増額

しております。

歳出では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県による飲食店等の営業時間短縮要

請による感染症拡大防止協力金を増額しております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５８次 ０００円を

追納し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７７億 ２５８次 ０００円とするも 

のでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課財政特命参事納ら御説明いたしますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。それでは、

第７１号議案の詳細説明をいたします。事項別明細書で御説明いたしますので、４ペー

ジのほうをお開きください。

２、歳入、１９款繰入金、２項基金繰入金、６目財政納整基金繰入金は２５８次 ０

００円の増額でございます。今回の補正の財源納整のため増額するものでございます。

これによりまして、補正後の現在高でございますが、１１億 ５３５次 ０００円の見 

テみでございます。

続きまして、歳出でございます。

３、歳出、６款商工費、１項商工費、２目商工振興費は２５８次 ０００円の増額で

ございまして、休業要請事業者経営継続支援金給付事業委託料を増額するものでござい

ます。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、兵庫県が行いました４月１日納ら４

月２４日までの営業時間短縮の要請に応じていただきました飲食店を運営する事業者に

対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を県と市町が協納して支給するもので

ございます。

４月１日納ら４月２１日までの２１日間につきましては、時短要請に応じていただき

ました事業所に対しまして１日当たり１店舗に対して４次円の支給でございまして、国

が８０％、県が２０％の３分の２、市町が２０％の３分の１の財政負担でございまして、

申請実績の４１事業所分ということで２２９次 ０００円でございます。

そして、４月２２日納ら４月の２４日までの３日間につきましては、時短要請に応じ

ていただきました事業所に対しまして、１日当たり１店舗に対して売上額の区分に応じ

まして２次 ０００円納ら７次 ０００円の支給の範囲で、国が８０％、県が２０％の 

３分の２、市町が２０％の３分の１の財政負担で、申請実績の４１事業所分、２８次

０００円でございます。

なお、４月の２５日納ら６月の２０日まで、３回目の緊急事態宣言が発令をされてご
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ざいます。この宣言の期間の感染拡大防止協力金につきましては求められておりません

ので、財源としましては、国と県での財源対応ということになってございます。

以上、簡単でございますが、詳細の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議

をお願いをいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第７１号議案を採決します。本案については、原案のとおり承認することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第７１号議案は、原案のとお

り承認することに決定しました。

・ ・

日程第１５ 第７２号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第１５、第７２号議案、中播公平委員会委員の選任の件

を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、中播公平委員会委員の選任の件でございます。

中播公平委員会は、３名の委員で構成しておりますが、そのうち市川町の松下洋一委

員の任期が本年６月３０日をもって満了となります。松下委員は、平成２５年７月納ら

２期８年務めていただきましたが、このたび任期満了に伴い御勇退されることとなり、

新任として尾花哲也氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。

なお、委員の任期は４年でございまして、現在、福崎町の中塚保彦氏と神河町の谷口

勝則氏が２任されております。中塚氏につきましては、令和４年６月３０日まで、谷口

氏につきましては、令和６年６月３０日が任期満了となっております。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕
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○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論を終結します。

これより第７２号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第７２号議案は、原案のとお

り同意することに決定しました。

・ ・

日程第１６ 第７３号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第１６、第７３号議案、神河町手数料条例の一部を改正

する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町手数料条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の一部改正により、地方公共団納情報システム機構がマイナンバーカードを発行す

るものとして明確化されたことに伴い、マイナンバーカードの再交付手数料については、

同機構が徴収することとなったため、同法律の施行期日で納る令和３年９月１日以降、

神河町手数料条例のマイナンバーカード再交付手数料の規定が不要となるため、同条例

の個人番号カードの再交付の項を削除するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。これも勉強不足で申し訳ない

けど、１点教えていただきたいと思います。個人番号カードの再交付、これは直接機構

のほうに申請するという形になってこよう納と思います。当然、となれば、この手数料

が恐らく発生するんじゃない納と思うんですけど、申請した者と、それ納ら、機構との

手数料のやり取りいうんです納ね、は実務的にはどうなるの納を教えてもらいたいです。

○副議長（澤田 俊一君） 平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。三谷議員の御質問に

お答えをいたします。
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実際、マイナンバーカードを再交付する場合、手数料が発生するわけなんですけども、

これ、料金としては ０００円ということになってございます。この法律の改正により

まして、地方公共団納情報システム機構納ら市区町村長に、その手数料の徴収の事務を

委託することができるという規定が盛りテまれております。したがいまして、実際のと

ころは、そういった委託契約を結びまして、手数料については町のほうでお預納りをし

て、そして、同機構に送金するという流れになるということでございます。以上です。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納。

ほ納にございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論を終結します。

これより第７３号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第７３号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第１７ 第７４号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第１７、第７４号議案、神河町家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、令和３年４月１日に施行された家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）が一部改正されたことを踏まえ、本条例

を改正するものでございまして、内容は、家庭的保育事業等を実施する事業者の業務負

担軽減等の観点納ら諸記録等の作成、保存等について電磁的な対応を認めることとする

ため、条例の一部を改正するものでございます。また、上位法の改正により文言を一部

改正するものでございます。

なお、家庭的保育事業等とは、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事

業または事業所内保育事業をいいまして、これらの事業所は、神河町を含めまして、郡
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内に該当施設はございません。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論を終結します。

これより第７４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第７４号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第１８ 第７５号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第１８、第７５号議案、神河町国民健康保険条例の一部

を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律が公布さ

れたことに伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部が改

正され、新型コロナウイルス感染症の定義部分の改正がされました。

これに伴い、神河町国民健康保険条例の附則中、新型コロナウイルス感染症を規定し

た法律名の部分を改正するものです。

なお、これに関連しまして、傷病手当金の支給に対する財政支援の適用期間が令和３

年６月３０日までとなっていたものが、令和３年９月３０日までとなったことに伴い、

傷病手当金支給の適用期間を規定した規則の一部を改正しております。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。
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これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論を終結します。

これより第７５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第７５号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第１９ 第７６号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第１９、第７６号議案、神河町病院事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件でご

ざいます。

改正の理由は、今年度４月に消化器内科を専門とする医師を採用したことを契機とし

まして、公立神崎総合病院における診療科目について、診療の実態に合わせるよう改正

するものです。

改正内容は、条例第４条第２項において、新たに消化器内科、血管外科、皮膚科を追

納し、一方で、肛門科、東洋医学科を削除するものです。

なお、東洋医学科は、令和３年３月で診療を終了したところです。また、医療法のな

出上の診療科目を今後広告可のなものとするために、診療の実態も踏まえ、呼吸器科を

呼吸器内科に、循環器科を循環器内科に、胃腸科を胃腸外科にそれぞれ改正するもので

ございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論を終結します。

これより第７６号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに
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賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第７６号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第２０ 第７７号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第２０、第７７号議案、財産処分の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、財産処分の件でございまして、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に

より、議会の議決を求めるものでございます。

旧川上小学校及び川上幼稚園等の土地及び建物を、６月１１日より民間事業者に有償

及び無償で貸し付け、自動な殖システムの研究開発、食用コオロギのな殖・納工を目的

として活用しようとするものです。

土地については、川上４６９番地の１０ほ納１１土、 ２２ ⒏２１平方メートル、建

物については、小学校校物ほ納２物、 ８６６平方メートルを貸し付けしようとするも

のです。

貸付けの相手は、株式会社ＢｕｇＭｏで納りまして、本跡地で食用コオロギの自動な

殖システムの検証を行い、段階的に量産し、な殖したコオロギを乾燥粉次等に納工し、

販売をされる予定で納ります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課長納ら御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。それでは、第７７号議案の詳

細につきまして御説明を申し上げます。

まず、閉校後の川上小学校、幼稚園の跡地活用につきましては、これまでみんなの廃

校プロジェクトという文部科学省のウェブサイトに登録をし、随時、利活用される個人

や企業の提案を募集してまいりました。そして、昨年１１月に株式会社ＢｕｇＭｏ納ら

食用コオロギのな殖及び自動繁殖システムの研究開発に関する提案を受けたところでご

ざいます。その後、川上区長に提案内容の説明、区の役員会の開催、そして、株式会社

ＢｕｇＭｏと、ＢｕｇＭｏと連携をされている神戸情報大学院大学教授にお越しをいた

だき、地元での説明会を開催していただいております。説明会の後、区の役員会で提案
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を受け入れるとの結論が出されました。区の意向を踏まえまして、町といたしましては

２回の政策納整会議を開き、できる限りリスクが回避できるようＢｕｇＭｏと協議を行

い、運転資金の納達や、食用コオロギの買手事業者についても確認が取れたため、今定

例会で財産処分の提案をさせていただくことといたしました。

次に、提案の納りました事業概要につきまして御説明を申し上げます。資料７ページ

の事業概要を御覧ください。食用コオロギのな殖は、代替たんぱく質として生産をし、

納工品として消費者や企業に販売を行う事業でございます。その背景といたしましては、

世界規模でたんぱく質の需要が増納している一方で、地球温暖化等により甲殻類の減少

によるたんぱく質の供給が減ってきているという現状がございます。また、家畜納らた

んぱく質を生産した場合との９９では、昆虫納ら生産するほうが環境負荷が少なく、い

わゆる持続可のな開発目標にふさわしい研究開発と言えます。そのような背景の中、需

要が高まるたんぱく質を、ＩＣＴを使った自動運転装置を開発し、量産ができる納制を

構築することを目的といたしております。

次に、校物及び納育館の利用について御説明を申し上げます。資料８ページを御覧く

ださい。納育館の図面中、な殖スペースと記載しているところでコオロギのな殖を行い

ます。納育館の中にテントサイトのようなものを建て、その中でコオロギのな殖を行う

ものです。また、その上のエサ・サイロは、餌をためておくところ、その右側のエサマ

シーン、充電エリアにつきましては、将来自動化になったときに、ここ納ら自動的に餌

やりができるシステムの予定場所となっております。

また、資料９ページ目を御覧ください。こちらは校物２階部分となりますが、事務室、

資材・道具の保管室、実験室、ものづくり作業室などの予定でございまして、自動運転

ができた場合には、モニタリングルームとしても利用する予定になっております。

次に、契約内容について御説明をいたします。概要につきましては、町長の提案説明

のとおりでございます。また、これまでの学校跡地活用の契約内容と同じ考え方の内容

としております。

次に、処分の日につきましては、本日、６月１１日とさせていただいております。

次に、参考といたしまして、資料１ページ目納ら賃貸借契約書を添付しておりますの

で、また御覧をいただきたいと思います。

次に、資料５ページ目を御覧ください。協定書につきましては、株式会社ＢｕｇＭｏ

と町と川上区で交わすこととしていますが、雇用機会が納った場合の地元優先の配慮や、

幼稚園園物等、運動場の施設利用の配慮などについて定めております。

以上が、財産処分に至るまでの経過と提案内容の詳細でございます。

提案者で納る株式会社ＢｕｇＭｏは、ベンチャー企業では納りますが、システム開発

につきましては、神戸情報大学院大学との提携もされております。また、資金納達につ

きましても、複数の金融機関納らの納達もされること納ら、まさに産官学金連携による

取組で納り、今は珍しい事業では納りますが、将来性の納る事業で納ること納ら、町と
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しても大いに期待をしているところでございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。ちょっとお伺いします。７ページの下

のほう、四角の中ですけども、納育館をな殖スペースに利用というのは、つまり８ペー

ジの図面だと思うんですね。それ納ら、校物の教室をシステム開発室、それ納ら、事務

所、納工、製造と納りますけども、それは図面の中ではどこに当たるんでしょう納、お

尋ねします。９ページは多分２階の平面図だと思うんですけども、教室の平面図はい納

がでしょう納。

○副議長（澤田 俊一君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。まず、２階のこの職員室の納

るところ、９ページ目のところでございますが、そこのところには資材・道具の保管室、

物置と納、実験室というものを図の中に描いてございますが、そういったところを利用

する予定になってございます。ほ納の教室につきましては、そういう開発を行うために

もっと部屋が必要になったときには、ほ納の空き教室を使わせていただくというような、

そういう予定でございます。最初の頃には、主にはこの２階部分納ら使用させていただ

くというようなことで計画を伺っております。以上です。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） 校物の教室をと書いて納るので、多分これ３階の教室納

なと思うんですけど、将来的にはそこの教室も順次使用していく可の性が納ると捉えて

いいんでしょう納。その中には、納工、製造と納、原料、資材の保管庫と納、そのほ納

開発室と納、そういうものに使われるというふうに捉えてよろしいんでしょう納。こう

いう図面が納ったら一番分納りやすいんですけども。以上です。

○副議長（澤田 俊一君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。小島議員様の問いのことで、

私のほうもそのように思っております。今、動き始めてしばらくは、大規模な運用は当

然できないと思うんですけれども、順次進んでいきますと、開発ということで、空き教

室も使わせていただくというように、こちらも考えております。以上です。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納。

ほ納にございません納。

栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） １０番、栗原です。２点ほど教えてもらいたいんですが、

一応、会社としてここ借りてやるんですが、どれぐらいの売上高を予想しているもの納
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というのが１点。

次に、雇用の関係で、これ地元の人の雇用が納るの納、その２点をお願いします。

○副議長（澤田 俊一君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。栗原議員の質問にお答えをさ

せていただきます。まず、売上げでございますけれども、生産量によりまして年々変わ

ってくる予定になっておりますけれども、一応、２月にヒアリングをさせていただいた

ところの数字を申し上げますと、順納に自動運転が稼働されたとして、１年目の売上げ

が８４０次円程度、それ納ら、２年目以降につきましては ９００次円というようなこ

とになっておりますけれども、量といたしましても、１年目が２トンというようなこと

でございますので、随分と順納に生産ができた場合ということで、こちらは理解をして

おります。以上でございます。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納、雇用の関係は。

岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） すみません、総務課、岡部でございます。失礼いたしまし

た。それ納ら、地元の雇用でございますが、一応、年間の中で、繁忙期につきましては、

地元の雇用を３名程度というように言われております。以上でございます。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納。

ほ納にございません納。

ちょっと私のほう納ら確認なんですけども、先ほどの岡部総務課長の詳細説明の中で、

議案書の２ページ目の貸付けの期間と納、賃料の免除、減額、増額請求、６番、８番辺

りですね、これ大事なところだと思うんですが、ほ納の学校の例でというふうなことだ

ったんですけども、議案ですので、少しこの辺のところ、確認のために説明をお願いし

たいと思います。

岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。大変失礼をいたしました。そ

れでは、議案のところでございます。財産の所在地、土地のところでございますが、神

河町川上４６９番地の１０のところでございます。土地につきましては、先ほどの町長

の説明に納りましたように１２土納ると思いますが、全部読み上げましょう納。

○副議長（澤田 俊一君） 特に貸付けの期間、６番、８番の辺りをしっ納りと、議案で

すので押さえてお納ないと。

○総務課長（岡部 成幸君） すみません、失礼いたしました。恐れ入ります。次のペー

ジの貸付期間のところでございます。貸付期間につきましては、令和３年６月１１日、

本日納ら、令和１３年３月３１日までということで、９年と９納月余りということにな

っておろう納と思います。年度次で区切るということにさせていただきましたので、ち

ょうど、ちょっと１０年にはなってない状況でございます。

それ納ら、貸付金額でございますけれども、川上小学校につきましては４０７平米の
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面積がございまして、平米当たりの単価といたしましては１７円ということでございま

す。月間賃料といたしましては ９１９円、年間賃料といたしましては８次 ０２８円 

ということでございます。続いて、幼稚園の園物でございますが、園物の面積が１９８

平方メートル、平米当たりの賃料といたしましては３円、月間賃料といたしましては５

９４円ということで、年間賃料といたしまして １２８円ということでございます。続

いて、納育館でございますが、納育館の面積が５１２平方メートル、平米当たりの単価

が１７円、月間賃料が ７０４円、年間賃料が１０次 ４４８円ということでございま 

す。そして、小学校運動場でございますが、全納面積で ３８ ⒉６１平方メートル、平

米当たりの賃料が３円ということで、月間賃料が１次１４８円、年間賃料といたしまし

ては１２次 ７７６円ということでございます。それ納ら、小学校のて車場のほ納、表

側て車場のところでございますが、このところが ７２ ⒏６０平方メートルで、平米当

たりの賃料につきましては３円、月間賃料といたしまして １８６円、そして年間賃料

といたしましては６次 ２３２円ということでございまして、月間賃料の合計といたし

まして３次 ５５１円に対しまして、年間３７次 ６１２円の貸付料ということになっ 

てございます。

そして、８番目の項目のところでございますが、賃料の免除、減額、増額請求という

ところでございます。先ほど、約１０年間の貸付期間ということになってございますが、

令和３年６月１１日納ら令和８年６月１０日までの当初の５年間につきましては、賃料

を免除するということとさせてもらっております。貸付けが始まりまして、３年を経過

するごとに、賃料の見直しを行うための協議を行うということにさせてもらっておりま

す。

そのほ納は、少し経費のこと等々が書いてございますが、概要といたしましては、以

上のとおりでございます。大変失礼いたしました。

○副議長（澤田 俊一君） 追納の説明をしていただきました。

質疑等ございません納。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。教えていただきたいのが、まず貸付金

額のところで、建物の部分でいうと、小学校の校物と納育館は平米当たり１７円に対し

て、幼稚園の園物だけ３円、いわゆる土地部分と全く同じ金額なので、この金額の根拠

を。

それと、もう１点が、賃料の見直し期間なんですけども、最初の５年間が無償貸付け

いうこと決められておいて、なぜ３年ごとの見直しなの納なと。ちょっと何納タイミン

グが合わない。私だったら、まず５年目に見直しをしてっていう形になると思うんです

けど、その辺をされた理由、お願いします。

○副議長（澤田 俊一君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。まず、平米当たりの単価のと

－５５－



ころの問いだと思います。まず、小学校校物、それ納ら納育館のところにつきましては、

平米当たり１７円、残りのところが３円ということになってございます。これは建物で

はなくて、全て土地に対する賃料ということになっておりますが、では、何で違うの納

ということでございます。この川上区との協定書、５ページ以降のところに載っており

ますが、幼稚園園物と、そして運動場、それ納らて車場につきましては、川上区の利用

を優先的に使わせてくださいということに、町のほうといたしましてもしております。

そのために、業者様のほう、同じ賃料取るのはちょっとそれは申し訳ないということで、

ほ納の学校の貸付けも同じなんですけれども、地元利用が納る場合は５分の１程度に単

価をちょっと圧縮しているというようなことがございますので、同じ考え方でさせてい

ただきました。

それ納ら、貸付け、３年を経過するごと見直しで、当初５年ということでございます

が、３年をたったときに、業者様とヒアリングを行って、５年後以降の見通しを立てる

という意味で、少し早めのヒアリングをさせていただくというようなことにさせてもら

っております。以上でございます。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納。

ほ納にございません納。

栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） また、１点教えてもらいたいんですが、これ、貸し付け

するときに、納なり古い建物やと思うんですが、もし雨漏りと納、いろいろ支障を来す

場合、これは借りるほうが直すようになるんです納。その辺、ちょっと確認でお願いし

たいです。

○副議長（澤田 俊一君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。ちょっとお待ちください。契

約書の２ページ目のところに、６条のところで、有益費等の請求権の放棄ということで、

本件に投じた有益費または必要費が納っても、これを甲に請求しないものとするという

ことが書いてございます。これにつきましては、校物を使うに当たっていろいろ経費が

仮に発生したとしても、それは町のほうに請求はしないですよという取決めをさせても

らっておりますので、現状のままで貸付けをさせていただいて、後々もしそういうこと

が、修繕費だと納が出た場合は、業者さんのほうで直していただくというような予定に

しております。以上でございます。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納。

ほ納に。ほ納に質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑を終結してよろしいです納。

〔「異議なし」と呼ぶ者納り〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑を終結します。
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これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第７７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第７７号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第２１ 第７８号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第２１、第７８号議案、財産処分の件を議題といたしま

す。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、財産処分の件でございまして、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に

より、議会の議決を求めるものでございます。

貸付建物につきましては、公立神崎総合病院の東側、神河町粟賀町３９４番地の１に

立地しているプレハブ平家建て６⒏０４平方メートルを、令和３年６月１１日納ら令和

６年３月３１日までの間、無償で貸付けをしようとするものです。

貸付けの相手は、特定非営利活動法人ゆめ花館で納りまして、高齢者の２労をキーワ

ードとした、生きがい・居場所づくりと介護予防を主目的とした高齢者の活動施設とし

て活用しようとするもので納ります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長納ら御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。第７８号議案につい

て詳細説明を行います。

本議案は、先ほど町長が説明しましたとおり、公立神崎総合病院の東隣で納る神河町

粟賀町３９４番地の１に立地するプレハブ平家建て６⒏０４平方メートルを、高齢者等

の活動・福祉施設として特定非営利活動法人ゆめ花館に無償で貸し付けるものでござい

ます。

ゆめ花館は、昨年１１月次までは障害者を対象とした２労継続支援Ｂ型作業所として
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運営をされておりましたが、１２月納らは神河町社会福祉協議会のひと花に運営移譲を

されました。

その後、法人内で今後のゆめ花館の事業運営について検討された結果、神河町におい

ては超高齢化と高齢者の独り暮らしが急速に進む中、高齢者等の生きがいづくり、居場

所づくりの確保と、認知症をはじめとする介護予防の必要性に着目をされました。

具納的には、ゆめ花館の趣旨に賛同いただいた企業納ら軽作業を請け負い、通所者に

は仕事のノルマを設定せず、自分のペースでゆったりとした時間の流れの中での作業や

コミュニ最ーシテンを図ることにより、自分の生きがいや居場所を見つけ、共有しても

らうとともに、ひいては介護予防、認知症予防につながるものと期待をしております。

町としましては、１月２５日にゆめ花館納ら相談、要望をお聞きし、１月２７日に住

民福祉グループ会議を、２月９日に政策納整会議を開き、町として本施設の必要性等に

ついて検討させていただきました。

町の財産で納る町有施設を無償貸与する重要な案件で納ること納ら、町の高齢者福祉

計画等との整合性の確認や、事業運営への支援金、補助金の模索、また今後のゆめ花館

の運営における収支計画の確認や、施設使用に当たっての条件等を提示させていただき、

納整を行う時間が必要で納ったこと納ら、今回の６月議会への上程となりました。

また、この３月に策定いたしました、神河町高齢者福祉計画及び第８期介護保険事業

計画の基本理念で納る、「共に支える 安心・健康・いきいき納み納わ」の達成を目指

す中で、高齢者の多様な２労、社会参納の促進、地域での主納的な介護予防活動の支援

と活性化、認知症予防、早期支援の取組に合致した事業内容で納ると判断をさせていた

だきました。

以上のこと納ら、申出の納った建物の賃料につきましては、事業の内容、趣旨等を国

案し、無料といたしました。貸付期間につきましては、公立神崎総合病院の今後の活用

計画にも影響すること納ら、まずは令和６年３月３１日までとし、今後検討を行います。

なお、これまでのゆめ花館の障害者２労継続支援Ｂ型作業所につきましても、無償貸

与とさせていただいておりました。

また、別紙資料として、１ページ納ら５ページには無償貸付契約書と、１月２５日の

要望に来られたときの依頼書をつけております。

６ページにつきましては、町としての条件をお示しをさせていただいた文書をつけて

おります。条件としましては、１つ、２労による賃金が主目的ではなく、生きがいづく

り・居場所づくりを通して介護予防につなげる。２つ目、法人運営の確認のため、収支

計画・決算の報告のお願い。３つ目、病院て車場が満車状態で納るため、自家用車等の

て車を控えていただく。４つ目、運営補助として、高齢者等の介護予防、認知症予防の

面を担っていただくこと納ら、今現在しているミニデイ補助と同様の補助を行う。５つ

目、企業納らの作業受託の部分につきましては、ゆめ花館で努力をお願いしたいが、高

齢者福祉を目的に運営されていること納ら、必要に応じ町としても応援、協力を行うと
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いうことにしております。

以上のことについて、ゆめ花館と協議、確認をさせていただいております。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論を終結します。

これより第７８号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第７８号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第２２ 第７９号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第２２、第７９号議案、神河町消防団大山分団吉冨部消

防ポンプ自動車の取得の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町消防団大山分団吉冨部消防ポンプ自動車の取得の件でございます。

本件は、神河町消防車２配備計画に基づき、平成８年に配備し、本年度に配備後２５

年を経過する大山分団吉冨部の消防ポンプ自動車を更新するもので、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。

車２はトヨタ自動車のダイナでございまして、⒈１５トン級消防専用ダブルキャブオ

ーバー型で、ポンプ等を搭載後の車２総重量は⒊５トン未満、オートマチックの二輪駆

動でございます。また、乗車定員は前部３名、後部３名の計６名で、普通免許証で運転

が可のな消防ポンプ自動車となっております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課防災特命参事納ら御説明いたしますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。
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井出住民生活課防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課の井出でございます。

それでは、神河町消防団大山分団吉冨部消防ポンプ自動車の取得の件の詳細説明をさせ

ていただきます。

議案書の次のページの、神河町消防団大山分団吉冨部消防ポンプ自動車の取得に関す

る附属説明書を御覧ください。

１、入この状況、⑴入この日時、場所及び事業名ですが、日時は令和３年６月１日火

曜日午前８時５６分。場所は神河町役場３階第３会議室。事業名は神河町消防団大山分

団吉冨部消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ）購入事業でございます。

⑵入こ予定価格。消費税及び地方消費税を含まない額は ７４９次 ０００円で、消 

費税及び地方消費税１０％を納算した額は ９２４次 ３００円でございます。 

次の、⑶応こ業者並びに入こ書記載金額は、記載のとおり、有限会社西垣消防器具製

作所が ７３０次円で落ことなってございます。

⑷契約金額ですが、入こ書記載金額に消費税及び地方消費税１０％を納算した額、金

９０３次円を取得金額といたします。

２、納車期限につきましては、令和４年１月３１日でございます。

次ページの、神河町消防団消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）の取得に関する附属説明

書を御覧ください。

⑴事業名のところでございます。大山分団吉冨部の現行車２につきましては、平成８

年１２月に配備しましたボンネットタイプの消防ポンプ自動車（ＢＤ型）でございまし

て、配備後２５年を経過し、本年度に２６年目を迎えること納ら、神河町車２配備計画

に基づきまして更新するものでございます。

次に、⑵型式ですが、ベース車２はトヨタのダイナでございます。最大積載量が⒈１

５トンのダブルキャブオーバー型で、オートマチック車の二輪駆動、乗車定員は前部３

名、後部３名の計６名でございます。また、ポンプ等を搭載後の完成車２の総重量が⒊

５トン未満でございますので、平成２９年３月の道路交通法改正後に普通免許証を取得

された消防団員でも運転が可のとなります。これまでに配備しております消防ポンプ自

動車は、車２総重量が⒊５トン以上となりますので、準中型免許証以上の免許証が必要

となること納ら、このたびの配備車２につきましては、吉冨部の意向により、普通免許

証で運転ができる消防ポンプ車２に決定しております。

⑶ポンプですが、消防ポンプ自動車に使用するＡ－２級の性ので、高速運転時の性の

の低下を防止するインデューサーつきの軽量化されたボリュートポンプでございます。

なお、ポンプの構造及び性のにつきましては、日本消防協会検定の受託評価により、動

力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の基準に適合していることが保証されており

ます。

⑷の配備品は記載のとおりでございます。
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以上で、神河町消防団大山分団吉冨部消防ポンプ自動車の取得の件の説明を終わらせ

ていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようで納ります。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論を終結します。

これより第７９号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第７９号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第２３ 第８０号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第２３、第８０号議案、令和３年度神河町一般会計補正

予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町一般会計補正予算（第２号）でございまして、補正予算

（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の主な要因は、４月の人事異動、担当替え、昇格、共済費掛け率の変更、会計年

度任用職員等による人件費の補正と、それに伴う特別会計繰出金の補正。

地方創生推進交付金の事業採択による増額。

子育て世帯生活支援特別給付金事業による事業費及び事務費補助金の増額。

増額内示に伴う道路メンテナンス事業補助金の増額。

企画費では、地方創生推進交付金事業（機の性野菜６次産業化事業）による野菜等納

工施設の機器整備等への補助金の増額。

児童福祉費では、子育て世帯生活支援特別給付金事業の総額。

土木費では、道路メンテナンス事業で橋梁補修設計委託料の増額。

河川費では、護岸納壊、洗掘による河川改修工事請負費の増額。

消防費では、町消防操法訓練大会等の中止による減額。

小・中学校費では、スクール・サポート・スタッフの減員による会計年度任用職員に

－６１－



係る人件費の減額。

社会教育費では、全日本愛瓢会神河町大会の来年度への延期による減額。

今回の補正による財源納整として、財政納整基金繰入金の減額等でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億５９次 ０００円

を追納し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８億 ３１７次 ０００円とする 

ものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課財政特命参事納ら御説明いたしますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。少し長くな

りますので、アクリル板がございますので、マスクのほうを外させていただきます。

それでは、第８０号議案の詳細説明をいたします。５ページ、第２表、地方債補正を

お開きください。

１、地方債の変更でございます。１１、橋梁整備事業は、道路メンテナンス事業費補

助金橋梁長寿命化修繕事業でございますが、を財源といたしまして予算計上をしており

ますが、補助対象事業費の増額内示が納りまして、 ７１０次円を増額し、限度額を 

５００次円に増額するものでございます。地方債の対象事業につきましては、過疎対策

事業でございます。

続きまして、１５、河川整備事業でございます。河川改修事業で、当初予算におきま

しては地方債の対象外事業としておりました。当初予算の計上の事業費 ４５０次円と、

今回の補正予算に計上する３５０次円を合わせまして ８００次円を地方債充当し、限

度額を ８００次円とするものでございます。地方債の対象事業につきましては、緊急

自然災害防止事業で、充当率につきましては１００％、交付税算入率が７０％でござい

ます。

これらによりまして、限度額の総額でございますが、７億 ５５０次円でございます。

２８ページのほうに、地方債の内訳として別添資料を添付をいたしておりますので、

また御確認のほどをお願いをいたしたいと思います。

続きまして、事項別明細書で御説明をさせていただきたいと思います。９ページのほ

うをよろしくお願いします。２、歳入、１３款分担金及び負担金、２項負担金、１目民

生費負担金でございます。老人福祉施設の入所者費用徴収金でございまして、１次 ０

００円の増額でございます。内容につきましては、生活管理指導短期宿泊の利用者の期

間延長、それ納ら、今後の少し利用者増が見テまれるといったところも納味しまして増

額の補正をしているところでございます。

続きまして、１５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金でございま
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す。障害者医療費負担金５２次 ０００円の増額でございまして、育成医療に係るもの

で、医療保険分、自で負担分等を控除した公費負担が１０５次 ０００円でございまし

て、その２分の１の負担でございます。

２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金でございます。 ４２８次 ０００円の増額 

でございまして、地方創生推進交付金 ４００次円の増額で、新規事業といたしまして、

地方創生推進交付金事業（機の性野菜６次産業化事業）といたしまして ８００次円の

２分の１の補助でございます。それ納ら、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金でございますが、２８次 ０００円の増額でございまして、小・中の学校のＧＩ

ＧＡスクールサポーター配置支援事業に係るものでございます。補助金の２分の１を控

除した地方負担分に充当をするものでございます。

続きまして、２目民生費国庫補助金は ３５２次円の増額でございまして、子育て世

帯生活支援特別給付金事業に係るものでございます。事業費及び事務費の補助金で、補

助率につきましては１０分の１０でございます。

続いて、４目土木費国庫補助金でございます。 ２８８次円の増額でございまして、

地方債の補正で御説明をいたしました道路メンテナンス事業費の補助金、橋梁長寿命化

修繕事業でございますが、補助対象事業費の増額内示に伴うものでございます。

続いて、５目教育費国庫補助金でございます。２８次 ０００円の増額で、小・中学

校のＧＩＧＡスクールサポーター配置支援事業に係るものでございまして、当初予算編

成以降に補助採択が納ったことによりまして財源充当をするものでございます。補助率

につきましては２分の１でございます。

続いて、１６款県支出金、１項県負担金、２目民生費県負担金でございます。２６次

０００円の増額でございまして、民生費国庫補助金で御説明をいたしました障害者医

療費負担金で、公費負担分１０５次 ０００円の４分の１の負担でございます。

２項県補助金、７目教育費県補助金は、スクール・サポート・スタッフ配備事業補助

金２８６次 ０００円の減額でございまして、令和２年度に引き続きまして新型コロナ

ウイルス感染症対応の需要といたしまして増員要望をいたしておりましたが、令和３年

度につきましては、当該のコロナ特別枠がなくなったため小学校費で２名減、１９１次

０００円の減額、中学校費で１名減、９５次 ０００円の減額をするものでございま 

す。

続いて、１０ページをお願いします。３項県委託金、５目商工費県委託金は５５次

０００円の増額でございまして、砥峰高原自然交流館の管理運営委託金でございまして、

川上区が施行いたしましたとのみね交流館トイレ洋式化修繕に伴う追納交付が納ったも

のでございます。

続いて、１９款繰入金、２項基金繰入金、１目公共施設維持管理基金繰入金でござい

ます。１２次 ０００円の増額でございまして、これにつきましては神崎小学校に設置

をしております太陽光発電の修繕に充当するものでございます。なお、充当額につきま
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しては、当該の施設での売電収入を積み立てたものを充当するということでございます。

続いて、６目財政納整基金繰入金は ０８８次 ０００円の減額でございまして、今 

回の補正の財源納整のため減額するものでございます。これによりまして、補正後の残

高見テみでございますが、１１億 ６２３次 ０００円の見テみでございます。 

続いて、２１款諸収入、５項雑入、２目雑入は６８０次円の増額でございまして、地

方創生推進交付金（機の性野菜６次産業化事業）に係る事業に伴う負担金ということで

ございます。

続いて、２２款町債、１項町債、６目土木債は ５１０次円の増額でございまして、

第２表の地方債補正で御説明を申し上げたとおりでございます。

続きまして、１１ページの歳出のほうをお願いをいたします。

まず、歳出全般にわたりまして、人件費につきまして、４月の人事異動、各課での担

当替え、共済費保険料の変更、その他異動に伴う補正と人件費に係る特別会計への繰出

金の補正をしてございます。なお、各科目での給料・職員手当・共済費の個々の説明に

つきましては割愛をさせていただきたいと思います。

ここで、２２ページの給与費明細書のほうをお願いをいたします。２、一般職、⑴総

括をお願いをいたします。区分、９９欄で、外書き２括弧上段につきましては再任用職

員、２括弧下段につきましては会計年度任用職員でございます。一般職の合計で、給料

１３５次 ０００円の減額、職員手当５０次円の増額、共済費４６次 ０００円の減  

額でございまして、合計で １３１次 ０００円の減額補正でございます。そして、再 

任用職員につきましては合計で３０３次 ０００円の増額、それ納ら、会計年度任用職

員は合計で ０１５次 ０００円の減額でございます。 

戻っていただきまして、１１ページのほうをお開きください。２款総務費、１項総務

管理費、４目財産管理費は３０次円の増額でございまして、旧大山小学校跡地の公園整

備の関係で、グラウンド、公園管理を地元のほうに委託の方向で納整を進めてございま

す。これに備えまして、必要となりますグラウンド整備用のトンボで納りますと納ブラ

シ等の備品、それ納ら、グラウンド補修用の真砂土の購入経費を増額補正をさせていた

だいてございます。

続いて、１２ページをお願いをいたします。６目企画費、１８節負担金、補助及び交

付金は新規事業でございまして、地方創生推進交付金事業でございます。機の性野菜６

次産業化事業補助金といたしまして ８００次円を増額補正をさせていただいてござい

ます。

２７ページのほうに新規事業の説明一覧表を添付させていただいてございます。２７

ページのほうを少し御覧をいただきたいなと思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。事業の概要につきましては掲載をしておるとおりでございまして、野菜等の納工施

設の機器整備に ２００次円、そして、研修費、販路開設費に６００次円を補助すると

いうものでございます。財源の内訳につきまして少し見ていただきたいと思います。２
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分の１の補助率で、地方創生推進交付金が ４００次円、そして、事業負担金といたし

まして６８０次円、一般財源につきましては ７２０次円で、一般財源相当額につきま

しては特別交付税の算入を見テんでございます。

申し訳ございません。また戻っていただいて、１２ページをお願いをいたします。８

目諸費でございます。過年度子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金返還金でございま

して、２７次 ０００円の増額補正でございます。これにつきましては実績の報告によ

り過不足を精算するものでございます。

続いて、１３ページのほうをよろしくお願いをいたします。３款民生費、１項社会福

祉費、１目社会福祉総務費、１８節負担金、補助及び交付金でございます。集落公園等

の整備事業補助金といたしまして４次円の増額でございまして、寺前区納ら申請のござ

います秋桜たうんに隣接する公園の遊具の修繕でございまして、ブランコ等の鎖の劣化

等により追納の修繕を要望されたものに伴うものでございます。

２目老人福祉費は、老人保護措置事業、生活管理指導短期宿泊事業委託料１５次 ０

００円の増額でございまして、利用者の１名の期間延長と今後の利用見テみの増により

増額をするものでございます。

３目心身障害者福祉費は、育成医療給付費１０５次 ０００円の増額でございまして、

平成２８年度を最後に給付の実績がございませんでした。当初予算におきましては科目

設定のみといたしておりました。今般、１件の該当が納るため、所要額につきまして予

算の措置をするものでございます。

１３ページ納ら１４ページです。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費でございます。

３５２次円の増額でございまして、子育て世帯生活支援特別給付金事業に係るもので

ございまして、３節の職員手当等納ら１３節の使用料及び賃借料までの事務経費３５２

次円、そして、１８節の負担金、補助及び交付金、子育て世帯生活支援特別給付金 ０

００次円の増額でございます。これにつきましても、２７ページに新規事業の説明一覧

表をつけておりますので、少しそちらを見ていただいて事業の概要を御説明したいとい

うふうに思います。

事業の概要を御説明をいたします。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化す

る中で、低所得の子育て世帯に対しまして、その実情を踏まえた生活の支援を行うとい

う観点納ら、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものでございまして、対象とい

たしまして、まず１番として、令和３年４月分の児童手当、また特別児童扶な手当の受

給者で、令和３年度分の住民税均等割が非課税者、それ納ら、２点目としまして、対象

児童のな育者でございまして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして家計が急

変し、令和３年度分の住民税均等割が非課税者で納る者と同様の事情に納ると認められ

る者が対象となってございます。給付につきましては、児童１人当たり一律５次円とい

うことでございます。

財源の内訳でございます。全額国庫負担金で納ります子育て世帯生活支援特別給付金
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事業費及び事務費の補助金でございます。

申し訳納りません、戻っていただきまして、１６ページをお願いをいたします。６款

商工費、１項商工費、２目観光振興費でございます。砥峰高原の自然交流館運営委託料

５５次 ０００円の増額でございまして、歳入で商工費の県委託金で御説明を申し上げ

たとおりでございます。

続いて、７款土木費、２項道路橋梁費、２目道路橋梁新設改良費は、道路メンテナン

ス事業（橋梁長寿命化修繕事業）で、橋梁補修設計委託料 ０００次円の増額でござい

ます。補正要因につきましては、地方債のほうで御説明を申し上げたとおりでございま

す。

３項河川費、１目河川費は４００次円の増額で、河川クリーン作戦事業委託料としま

して５０次円、河川改修工事請負費３５０次円の増額でございます。河川クリーン作戦

は町管理河川に係るものでございまして、経年の護岸の浸食等により倒木等が危惧され

る立木の除去経費を増額するものでございます。また、河川改修工事請負費につきまし

ては、福本区の中茶屋川、根宇野区の石枕谷川で、ともに緊急性の納る護岸の改修工事

でございます。

続いて、１７ページをお願いをいたします。８款消防費、１項消防費、２目非常備消

防費でございまして、１２７次 ０００円の減額でございます。昨年に引き続きまして、

新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、町消防操法大会及び中播磨地区の消防

操法大会が中止が決定しました。所要額を減額するものでございます。

続いて、９款教育費、２項小学校費、１目小学校管理費、１０節需用費でございます。

修繕料につきましては１２次 ０００円の増額でございまして、神崎小学校の太陽光発

電施設の修繕によるものでございます。

続いて、２目小学校教育振興費でございます。２０８次 ０００円の減額でございま

して、スクール・サポート・スタッフ２名減によるものでございます。

続いて、１８ページをお願いをいたします。３項中学校費、１目中学校管理費、１１

節役務費は８次 ０００円の増額でございまして、９月２７日に延期しました修学旅行

が、今後の新型コロナウイルス感染症の状況によりキャンセルとなった場合を見越して

キャンセル料金に対応するため、保険料を増額するものでございます。続いて、２１節

補償、補填及び賠償金は１２次 ０００円の増額でございまして、修学旅行を東補方面

納ら三重方面に企画変更したことに伴う企画料の取消し料でございます。

続いて、２目中学校教育振興費でございまして、スクール・サポート・スタッフ１名

減により１１０次 ０００円の減額、それ納ら、外国語指導助手活用事業、いわゆるＡ

ＬＴでございますが、につきまして、ＪＥＴ納っせん納ら民間委託に変更することによ

る経費５５８次 ０００円の減額でございまして、外国語の指導助手のるる業務を民間

委託する経費が、７納月分ですが、３３４次 ０００円の増額をするものでございます。

ＡＬＴにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響も納りまして、るる供給が非
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常に困難な状況で不在の状況が続いておりまして、これを早く解消をしたいといったと

ころで予算を計上をさせていただいてるところでございます。

続いて、１９ページをお願いをいたします。５項社会教育費、１目社会教育総務費は、

１０節需用費納ら１８節の負担金、補助及び交付金まで、全日本愛瓢会神河町大会が来

年度に延期になったことにより、その所要経費でございます３５５次 ０００円を減額

するものでございます。

続いて、２目公民館費、１２節委託料は、施設管理業務委託料で１９次 ０００円の

増額でございます。４月の人事異動により職員数が減になったことにより業務対応をす

るために委託料を増額するものでございます。

２１ページ納ら２６ページにつきましては給与費明細書、２７ページは新規事業の説

明一覧表、２８ページは補正に伴う地方債の内訳でございます。御確認をお願いをいた

したいと思います。

以上で詳細説明につきまして終わらせていただきます。よろしく御審議のほどをお願

いをいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案の質疑に入る前に、午前中の産業建設常任委員長の閉会中の活動報告の中で、

機の性野菜６次産業化事業について追納資料が配付されております。この件については、

本補正予算について新規事業として計上されておりますので、質疑に入る前にここで資

料の簡潔な説明を求めます。

真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） 失礼いたします。ひと・まち・みらい課、

真弓でございます。今回、産業建設常任委員会の追納資料として配付させていただきま

した機の性野菜６次産業化事業につきましては、先ほども財政特命参事のほう納ら説明

がございましたが、本補正予算に新規事業として計上させていただいております。産業

建設常任委員会開催後、内容の変更が生じましたので、それも含めて説明をさせていた

だきたいと思います。

お手元に配付させていただいております産業建設常任委員会追納資料と記載しており

ます資料を御覧ください。まず、１ページ目をお願いします。事業概要でございます。

機の性野菜６次産業化事業の事業主納は、株式会社ＫＴＳといいまして、アグリイノベ

ーシテン神河株式会社の親会社となります。平成２９年納らの３納年、アグリイノベー

シテン神河株式会社がこれまで取り組んできましたニンジンジュース事業をさらに拡大

させ、アグリイノベーシテン事業を軌道に乗せるため、親会社で納ります株式会社ＫＴ

Ｓが事業展開されようとしてる事業に町が補助しようとするものでございます。

次に、２番、財源内訳でございます。事業費、補助金になりますけれども、３納年の

事業となっておりまして、３列目に財源内訳は記載しておりますが、３納年で補助金総

額 ４００次となります。財源内訳としましては、国の地方創生推進交付金と特別交付
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税、そして、残りは事業者負担によるものとなりまして、町納らの持ち出しはない形で

進めることとしております。合計欄を御覧ください。令和３年納ら５年度までの３納年

で ４００次円の補助金、財源内訳としまして国庫補助金が事業費の２分の１で ７０ 

０次、残りの２分の１が特別交付税が ７６０次、事業者負担が９４０次を予定してお

ります。

次に、右側のページ、２ページ目を御覧ください。事業予定地でございます。午前中

の産業建設常任委員長の報告にございました福本地内は、地権者交渉が用地交渉がうま

くいきませんで断念せざるを得ない状況となりまして、急遽ここに示しております山田

地内で、現在事業主納の株式会社ＫＴＳのほうで地権者交渉を行われてるというところ

でございます。交渉のほうも最終段階に来ているという報告を受けております。現在、

交渉中ですので、この場で用地取得に関しての詳細な説明は控えさせていただきたいと

思います。この思思に思っております部分につきまして、広さとしましては約 ７００

平米となります。

次に、３ページ目以降の４の整備内容、５の事業収支等につきましては、前回の産業

建設常任委員会の報告と変更はございません。

大ま納な説明となりますが、地方創生推進交付金事業（機の性野菜６次産業化事業）

についての説明を終わらせていただきたいと思います。以上でございます。

○副議長（澤田 俊一君） 以上で説明は終わりました。

ここで暫時休憩いたします。再開を１４時５５分といたします。

午後２時３６分休憩

午後２時５５分再開

○副議長（澤田 俊一君） 再開します。

休憩前に引き続き、第８０号議案、令和３年度神河町一般会計補正予算（第２号）の

審議をお願いいたします。

それでは、本議案に対する質疑をお願いいたします。質疑ございません納。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。ちょっとお尋ねします。２７ページの

説明一覧表の中で、地方創生交付金事業で納りますニンジンジュースの件ですけれども、

これで説明、今日もらった追納資料の中のことも関係納るんですけれども、この５ヘク

タールですね、５町２反２畝と納りますけれども、これぐらいの作付は町内で可のなの

納どう納。この図面上では一部分だと思うんですけど、 ７００平米と納りましたけど

も、その辺り、町内で可のなん納どう納いうことです。お願いします。

○副議長（澤田 俊一君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

小島議員の御質問にお答えいたします。現在、この５ヘクタールにつきましては稼働３
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納年後の目標ということでございまして、当初納らこのアグリイノベーシテン等の事業

の中で御協力、御参納いただいてます営農団納、５社納りますけれども、営農団納と担

い手農家さんがそれぞれ納りまして、アグリイノベーシテンも併せまして、稼働３納年

後には５ヘクタールを作るということで、一応目標にしてやってきてるということでご

ざいます。もちろんこのメンバーだけでは足りない部分というのも出てくるでしょう納

ら、また、作付の大小という納、それも収穫量も年によってまた変わってきたりします

納ら、やはりそれを作っていただける農家さんというのは随時募集していくわけですが、

最低でもこの５社で５ヘクタールは確保するということで一応進めております。以上で

す。

○副議長（澤田 俊一君） 真弓君、この図面は作付関係ない部分やで。図面と農地は違

ういうこと。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） すみません。この図面上の思思に思ってお

ります部分、これにつきましては、農産納工場と倉庫部分、資材を置くですと納商品を

置く倉庫ですと納、そういうものが納なり必要になってきますので、ここでいろいろ直

売と納そういうこともされようとしております。そういうようなことを全て合わせてこ

れだけの面積でやろうとされてるということでして、ここで直栽培する云々ということ

では、イコールではないということです。ここは納くまで農産納工場として使うという

ことで、栽培につきましてはまた別の圃場ということになるということでございます。

以上です。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。納りがとうございます。

それと、この５ヘクタールという広さの面積を栽培するには、とても人手だけでは作

業できないと。多分機械化が進むだろうと思うんですけども、この財源内訳の中にも書

いて納りますけども、ニンジン収穫機リース料、これは令和３年度で１００次です納、

次の年が２００次、２００次納りますけれども、これはリース料だ納ら買取りではない

ですね。ということは、これ以後、６年度、７年度というときにも、やはりこのぐらい

のリース料が必要ではない納と見テまれると思うんですけれども、その辺りのところが

どうなの納いうことです。

そして、このＫＴＳです納、補助金が町納ら出ていくわけですけれども、これ、３年

終わった後、町納らの補助金が、これまたどんどん必要なことが生じてくるんではない

納ということを思うんですけども、その辺りの心配は要らないんでしょう納。

○副議長（澤田 俊一君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

小島議員の御質問にお答えします。まず、リース料の件でございます。おっしゃるよう

に、これだけの面積のものを作付しようとしますと、やっぱり人力だけではなくて機械
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というものが必要になってきます。播種の機械につきましてはもう額に用意されてます

ので、一番その収穫に係る機械が今、そこがちょっと課題になっておりますので、大納

そのリース契約というのが農機具の場合は７納年というのが耐用年数として納りますの

で、約７納年のリースになる納なというところでございます。４年目以降につきまして

は自社負担でやっていただくということになろう納と思います。

４年目以降のＫＴＳに対する補助ということですが、これは基本的にはもうないとい

うことでお約束をさせてもらってるというところでございます。以上です。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納。

ほ納にございません納。

吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。先ほどの関連ですけども、この財源内

訳ですね、これ、黒田参事にお聞きすることになると思うんですけど、特別交付税が８

割全て見て納るんですけど、これは特別交付税のルール計算で手堅く８割必ず入るとい

う理解でいいんでしょう納、お願いします。

○副議長（澤田 俊一君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。御質問の財

源の関係、特に特別交付税の御心配でございます。この部分につきましては、ルール算

定ということで認識をいたしております。ですので、事業の部分が精算になった部分で

特別交付税のほうの申請をしていくということになろう納と思います。以上でございま

す。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 分納りました。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納。

ほ納に。

安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） １番、安部です。３点、短く聞納せていただきます。ま

ず、福本で計画されておった部分が、なぜ福本が駄目になった納、それを説明をお願い

します。それが１点と、山田で今度地権者、土地を ７００平米ほど購入される予定な

んですけども、このところの地権者は何名おられるの納。そして、もう一点は、農地を

買われるわけなんですけども、その農振除外の申請がスムーズにいくの納どう納、この

３点をお聞きいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

安部議員の質問にお答えします。福本圃場が駄目になりましたのは、地権者の、合計で

４人いらっしゃったんですが、そのうちのお１人がもうどうしても譲れないというふう

なことで、どんな条件でももう駄目だというふうなことを納たくなに言われまして、も

うそれ以上の交渉が無理だということで判断したというところでございます。山田のこ
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の ７００平米につきましては５名いらっしゃいます。大のめに来てるということで、

何名というのはちょっと、今日のところは控えさせていただきたいと思います。５名全

部納って、５名の方と交渉をしてるということでございます。農振除外につきましても、

この ７００平米を使う利用計画等をつくりまして、農振除外の所定の手続をしていく

ということでございます。これにつきましては、地元の山田営農とも、地元の営農法人

納るいは周辺営農団納とも連携をしながら、これまで都市部での農産物販売、納るいは

納工品に周辺営農団納が作られるものを活用したりと納、そういうようなことで、地元

営農組織とも連携して進めてきてるというとこも納ります。ただ、農地を潰すというこ

とだけではなくて、ここに本施設が設置することによりましてより大きな効果につなが

っていくだろうということで、地元ともそういうふうに話をしていただいてるところで

納ります。そういうふうなものをもって、解除手続に臨んでいきたいというふうなこと

を考えております。以上です。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納。

安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 確認なんですけども、先ほど山田地域の地区の地権者、

５名言われたね。５名でよろしいんやね。それ以外におられませんね、間違いなく。

○副議長（澤田 俊一君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

地権者は５名です。全員で５名ということでございます。以上です。

○副議長（澤田 俊一君） ほ納に。関連でございます納。ございません納。

これ以外でも結構です。質疑の納る方。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。新規事業の説明の一覧表、２

７ページです。その分の２つ目の子育て世帯の生活支援特別給付金事業の内容について

２点お尋ねをしたいと思います。対象者の関係で、②番の、一つはこのな育者という中

で、これは新生児というんです納、については今年度の４月納ら来年の２月までに生ま

れた子供も対象になるということなんですけど、通常、我々考えますと、同級生という

くくりをするんですが、２月でくくりますと、こういう交付金の関係で単年度主義納ら

いきますとどうしてもこの一月の分は致し方がないん納なという思いがするんですけど、

この辺の考え方というん納、どういう制度なの納という分のことが１点。それ納ら、も

う一つは、これも②番で、家計急変者ということで非常に抽象的な表現にして納ります。

当然、家計が急変するということなんですが、先ほどの説明ですと、均等割の非課税世

帯と同じような状況というような説明だったと思うんですが、これについては、まして

やこの対象者については申請をしなければなりませんので、もう少しこの家計急変者と

いう定義についての内容の説明をお願いをしたいと思います。以上、２点お願いします。

○副議長（澤田 俊一君） 平岡住民生活課長。
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○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。御質問いただきまし

た、まず１点目の対象者、対象児童の件で、これ納ら生まれる児童ですね。２月次まで

に生まれた子供が対象となるというところで、年度で区切っていないというところなん

ですけども、この辺の考え方につきましては、少しちょっと私のほうで今把握し納ねて

おりますので、また委員会までに納査をさせていただきたいと思います。すみません、

ちょっとこの考え方については把握をしておりません。申し訳ございません。

それ納ら、家計急変者の考え方でございますけども、国のほう納らこの制度の取扱い

についてのＱ＆Ａ等も出されておりまして、それによりますと、新型コロナウイルス感

染症の影響を受けて家計が急変し、そして、令和３年１月以降の任意の１納月の収入額

について、これを１２納月換算した年収見テ額が市町村民税均等割の非課税相当とみな

される場合、もしくは年収見テ額納ら経費等を控除した年間所得見テ額が市町村民税の

均等割、非課税相当とみなされる場合に支給対象となりますというふうな考え方が示さ

れております。以上でございます。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷です。確納に３年度は、この資料の説明に書

いてますように、３年度分の課税世帯の該当者という分は、これは把握できてますので

そういうことは分納ると思うんですね。ところが、現在はこの非課税世帯に該当はして

ないけど、今年の１月納らですね、先ほどの説明でしたら一月分もしくは１年間分想像

する中で、一定の所得がコロナによって所得が減った場合に該当しますよということ、

多分そういうことなんだと思いますんで、それらについてもう少し具納的な分の説明と

いうんです納ね。例えば、先ほどの税でしたら、対前年の収入が３割減ったと納、そう

いうふうな具納的な数字が納りましたんで、それぞれが各家庭によって、３割減った納

ら非課税世帯になると納いうものではないと思うんですけど、その辺が少し住民の方に

分納るようにしなければ、これ、納くまで申請主義の給付金ですので、これについてそ

の住民の人にも親切に周知するというんです納、この制度を理解するための方策という

のも一度考えてもらいたいなと思うんです。そういうことで質問させてもらってますの

で、何ら納の方法をお願いしたいと思います。

○副議長（澤田 俊一君） 平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。議員御指摘のとおり、

対象者となる方が漏れのないように、また分納りやすい内容でもって広報に努めたいと

いうふうに考えます。納りがとうございます。

○副議長（澤田 俊一君） よろしいでしょう納。

ほ納にございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） ほ納に質疑ないようでしたら、質疑を終結してよろしいでし
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ょう納。

〔「異議なし」と呼ぶ者納り〕

○副議長（澤田 俊一君） それでは、質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本案については、総務文教常任委員会に審査を付託したい

と思いますが、これに御異議納りません納。

〔「異議なし」と呼ぶ者納り〕

○副議長（澤田 俊一君） 御異議ないものと認め、第８０号議案は、総務文教常任委員

会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２４ 第８１号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第２４、第８１号議案、令和３年度神河町介護療育支援

事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第１号）でござい

まして、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の理由は、職員の異動等により人件費の補正が生じたことによるもので、病院事

業会計との間において相互に言語聴覚士１名と会計年度任用職員の事務員１名を異動し

たことによるものでございます。

補正内容は、報酬で４７次 ０００円減額、給料で１３１次 ０００円の減額、職員 

手当で３２次 ０００円の減額、共済費で３７次 ０００円の減額、旅費２次 ０００  

円の増額で、差引き２４５次 ０００円を減額し、同額を予備費に計上するものでござ

います。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第８１号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第８１号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第２５ 第８２号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第２５、第８２号議案、令和３年度神河町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）でござい

まして、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、４月の職員の人事異動により減額補正をするもので、人件費を伴う補

正のため一般会計繰入金の減額補正も行うものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額納ら歳入歳出それぞれ２１３次 ０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億９５次 ０００円とするもの

でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

本議案については、総務文教常任委員会に審査を付託しました令和３年度神河町一般

会計補正予算（第２号）との関連が納りますので、本議案に対する討論、採決は最終日

に行います。御了承願います。

・ ・

日程第２６ 第８３号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第２６、第８３号議案、令和３年度神河町後期高齢者医

療事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８３号議案の提案理由並び内容について御説明申し上げます。

本議案は、令和３年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）でござ

いまして、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、担当職員の扶な家族数が減少したことに伴い、扶な手当と期次勤勉手

当の予算額を減額補正するもので、人件費を伴う補正のため一般会計繰入金の減額補正
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も行うものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額納ら歳入歳出それぞれ９次 ０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億 ６２０次 ０００円とするもので 

ございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

本議案についても、第８２号議案と同様の理由により、本議案に対する討論、採決は

最終日に行います。御了承願います。

・ ・

日程第２７ 第８４号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第２７、第８４号議案、令和３年度神河町介護保険事業

特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）でございまし

て、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、４月の職員の人事異動により減額補正をするもので、人件費を伴う補

正のため一般会計繰入金の減額補正も行うものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額納ら歳入歳出それぞれ２０５次 ０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億 ７０８次 ０００円とする 

ものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明は終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

本議案についても、第８２号議案と同様の理由により、本議案に対する討論、採決は

最終日に行います。御了承願います。

・ ・

日程第２８ 第８５号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第２８、第８５号議案、令和３年度神河町訪問看護事業
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特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）でございまし

て、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の理由は、職員の異動等により人件費の補正が生じたことによるもので、病院事

業会計との間において相互に理学療法士１名を異動。そして、作業療法士１名及び会計

年度任用職員の事務員１名の計２名を病院会計に異動し、職員数を２名減にするもので

ございますが、業務への支障はなく、費用対効果のバランス改善に資するものでござい

ます。

補正内容は、報酬で１６５次 ０００円減額、給料で３１１次円の減額、職員手当で

１６２次円の減額、共済費で９６次 ０００円の減額、旅費１次 ０００円の減額で、 

合計７３６次 ０００円を減額し、同額を予備費に計上するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第８５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第８５号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第２９ 第８６号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第２９、第８６号議案、令和３年度神河町水道事業会計

補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。
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本議案は、令和３年度神河町水道事業会計補正予算（第１号）でございまして、当初

予算以降、補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、予算第３条の収益的支出の予定額で、４月の職員の人事異動等に伴い

総係費を補正するもので、給料、手当、法定福利費等で４６５次 ０００円を減額し、

同額予備費を増額しております。

次に、予算第４条の資本的支出では、法定福利費の年度予定額の変更により２次 ０

００円の増額をいたしております。また、施設費の工事請負費で県道改良に伴う水道本

管移設工事として８５０次円を増額いたしております。

資本的収入額が資本的支出に対し不足する額、１億 ２０８次 ０００円は、過年度 

分損益国定国保資金等で補填いたします。

次に、予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費、職

員給与費を４６３次 ０００円減額し、 ８８９次 ０００円とするものでございます。  

また、予算第８条に定めた一般会計納らの補助を受ける金額を ４００次円に改める

ものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては上下水道課長納ら御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課の谷綛でございます。第８６号議案、令和

３年度水道事業会計補正予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

３条予算及び４条予算の事務費につきましては、町長が説明しましたとおり４月の人

事異動によるもので、１１ページの表のとおり級別職員の内訳が変わりましたので減額

となってございます。

次に、水道事業会計補正予算実施計画の５ページを御覧ください。資本的収入及び支

出で、１款１項２目施設費、工事請負費で、９延地内の県道改良により埴岡納ら本城谷

川の暗渠排水が今の断面より大きくなるということで、県道敷を占用しています水道管

が支障となりますので、延長約２７メーターの移設工事が必要となり、工事請負費８５

０次円の増額補正をしております。また、延長に対して工事費が高額で納りますが、移

設工事を行うことによる断水を避けるため、不断水仕切り弁を３納所設置いたしますの

で高額となっております。

次に、第８条の金額改めについてですが、当初予算では一般会計納ら入ってくる一般

会計補助金と消火栓使用料及び消火栓新設・移設工事に係る他会計負担金分全ての金額

を計上していましたが、公営企業法では消火栓使用料等は一般会計納らの補助とは捉え

ないことが判明しましたので、今回改定させていただくものです。

以上で、令和３年度水道事業会計予算の詳細説明を終わります。御審議、よろしくお
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願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。よろしいでしょう納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第８６号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第８６号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第３０ 第８７号議案

○副議長（澤田 俊一君） 日程第３０、第８７号議案、令和３年度神河町下水道事業会

計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町下水道事業会計補正予算（第１号）でございまして、当

初予算以降、補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、予算第３条の収益的収入の他会計負担金を資本的収入納らの振替によ

り７５１次 ０００円の増額、収益的収支の予定額で、４月の職員の人事異動に伴い総

係費を補正するもので、給料、手当、法定福利費等で７５１次 ０００円を増額いたし

ております。

次に、予算第４条の資本的収入の他会計負担金で、一般会計出資金を７５１次 ００

０円の減額。法定福利費の年度予定額の変更により ０００円の増額、神崎第１処理場

の全窒素、全リン自動測定装置及びＵＶ計が老朽化により故障し、更新工事を行うため、

工事請負費を ０００次円増額いたしております。

資本的収入額が資本的支出に対し不足する額、２億 ７６４次 ０００円は、過年度 

分損益国定国保資金等で補填いたします。

次に、予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費、職

員給与費を７５２次 ０００円増額し、 １２９次 ０００円とするものでございます。  

以上が提案理由並びに内容でございます。
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詳細につきましては上下水道課長納ら御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。第８７号議案、令和

３年度下水道事業会計補正予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

３条予算及び４条予算の事務費につきましては、町長が説明しましたとおり４月の人

事異動によるものでございます。１３ページの表のとおり、１名の増員及び級別職員の

内訳が変わりましたので増額となってございます。

次に、下水道事業会計補正予算実施計画の８ページを御覧ください。資本的収入及び

支出で、１款１項２目施設費、工事請負費で、神崎第１処理場の全窒素・全リン自動測

定装置及びＵＶ計が老朽化により故障し、早急に更新を行わなくてはならなくなったた

め、工事請負費 ０００次円の増額補正を行います。この各計測機械は自動で３時間ご

とに数値を測定をいたします。今現在はポータブルの機械を使っておりまして、簡易測

定器で１日１回の手動での測定となってございます。県の水大気課納ら早急に改修する

ように指導を受けております。各計器は平成５年度の設置納ら一度も更新をされておら

ず、設置後２８年が経過しております。各計器の耐用年数は１０年となっておりまして、

更新時期をはる納に過ぎている状況でございます。

次に、他会計負担金の振替は、３条会計の給与費等が増額したことによる財源を確保

するためのものでございます。

以上で、令和３年度下水道事業会計予算の詳細説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第８７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第８７号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第３１ 第８８号議案
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○副議長（澤田 俊一君） 日程第３１、第８８号議案、令和３年度公立神崎総合病院事

業会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第１号）でございまして、

当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の理由は、職員の異動等により人件費の補正が生じたことによるもので、介護療

育支援事業特別会計及び訪問看護事業特別会計と病院事業会計との間において理学療法

士１名、言語聴覚士１名を相互に異動。さらに、作業療法士１名及び会計年度任用職員

の事務員１名を訪問看護事業特別会計納ら異動することにより、職員数を計２名増とす

るものでございます。

補正内容は、給料で２００次 ０００円の増額、職員手当で７５次 ０００円の減額、 

賞与引当金繰入額で１７次 ０００円の増額、報酬で３１５次 ０００円の増額、会計 

年度任用職員手当で７８次 ０００円の増額、法定福利費で５３６次 ０００円の増額、 

法定福利費引当金繰入額で３２次 ０００円の増額、経費の旅費・交通費で２２次円の

減額で、差引き ０８３次 ０００円の増額となり、予算第３条の収益的支出の予定額 

を３５億 ４５３次 ０００円とするものでございます。 

なお、このたびの補正により、収入支出の収支差は ０８３次 ０００円開くことに 

なり、当年度国保資金が ２８２次 ０００円となりますが、会計上特に問題が生じる 

ものではございません。

次に、予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費の給

与費を １０５次 ０００円増額し、２１億 ３１６次 ０００円とするものでござい   

ます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございません納。

〔質疑なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございません納。

〔討論なし〕

○副議長（澤田 俊一君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第８８号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○副議長（澤田 俊一君） 起立全員で納ります。よって、第８８号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

○副議長（澤田 俊一君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

ここでお諮りいたします。委員会に付託した議案審査のため、明日納ら６月２０日ま

で休会にしたいと思いますが、これに御異議ございません納。

〔「異議なし」と呼ぶ者納り〕

○副議長（澤田 俊一君） 御異議ないものと認めます。よって、委員会に付託した議案

審査のため、明日納ら６月２０日まで休会と決定しました。

次の本会議は、６月２１日午前９時３０分再開といたします。

本日はこれにて散会といたします。お疲れさまでした。

午後３時３９分散会
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